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※ 信用事業を行う農業協同組合は農業協同組合法第５４条の３の規定により、事業年度ごとに信用事業及び信用事業

に係る財産の状況に関する事項を記載したディスクロージャー誌を作成し、当 JAの信用事業を行う全事務所に備

え置き、公衆の縦覧に供することが義務づけられています。

昨今の金融機関を巡る相次ぐ不祥事件が発生する中、金融機関にはこれまで以上に「透明性」「健全性」が求め

られています。ディスクロージャー誌は組合員並びに地域の皆さまが安心して当 JAを利用していただけるよう、

当組合の経営方針、社会的責任及び経営内容を明らかにするものです。



組合員並びに地域の皆さま方には、平素より当 JAの様々な活動に暖かいご理

解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

本年も皆さま方には当 JAをより深く理解し、安心してご利用していただける

よう、情報開示を通じて経営の透明性を高めるためディスクロージャー誌を作成

しましたので、ご高覧賜りますようお願い申し上げます。

さて、我が国の農業情勢は国際的な穀物価格の高騰や深刻な経済状況等により、

大変先行き不透明な状況の中、いよいよ新政権の農業施策が本格始動しようとし

ています。

新政権の農業政策の目玉は何といっても米の戸別所得補償制度であり、モデル

事業実施年にあたる今年のこの制度の効果的な運用如何が、今後の日本農業に大

きな変革をもたらすものと考えます。

このような経済状況、農業情勢の不安定な中ではありますが、当 JAが行動指

針として昨年策定した中期経営計画の２年目にあたり、時勢に応じた修正を加え

ながら、経営の安定や農業への取り組み等、計画の着実な実践を進めていくこと

が重要であると考えます。

今後、当 JAが抱える様々な課題に果敢に取り組むと同時に、尚一層の組合員

はじめ地域の皆さまの JA経営に対する信頼性の向上に努め、皆さまから愛され、

信頼される JAになるよう役職員一丸となって取り組んでまいりますので、皆さ

まの尚一層のご支援と JA活動への積極的な参加を心からお願い申し上げます。

平成２２年７月

ごあいさつ

代表理事組合長

氣 戸 佐 俊
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１．経営理念
経営方針

○活力ある地域農業づくり

水稲を中心に能登白ねぎやカラー野菜をはじめとした園芸作物の生産振興

を図るとともに、地産地消も大切にした「安全・安心」な地元農畜産物の安

定供給を目指す「活力ある地域農業づくり」に取り組みます。

また、「担い手」の育成と規模の拡大並びに組織育成の推進、安全な農畜

産物生産、販路拡大による農家所得の安定と地域農業の活性化が重要な課題

となってきており、当 JAといたしましても鋭意取組んでいきます。

○活力ある地域社会づくり

JAグループの一員として、協同組合原則と JA綱領の精神を大切にし、地

域農業の振興と地域社会の活性化に誠実に取り組み、社会的役割を積極的に

果たす JAを目指し、JAの様々な事業活動を通じて、組合員やこの地域の人

たちが心豊かで、安心して暮らせる「活力ある地域社会づくり」を目指しま

す。

特に、組合員組織活動を重視し、生活文化活動や豊かな自然や伝統・文化

を活かした地域ボランティア活動などを通じて、「活力ある地域社会づくり」

への貢献に努め、行政機関や他団体との連携により組合員や地域社会に奉仕

する JAを目指します。

○活力ある JAづくり

組合員の満足度を向上させ、安全で信頼される JAを目指して、魅力ある

事業活動と組合員の参加・参画を基本として、協同組合原則に基づく JA運

営を徹底して追及するとともに、組合員の期待に応える JA職員の育成を図

り、全ての JA役職員の持てる能力を発揮・活用し、「活力ある JAづくり」

を目指します。

―２―



２．経営管理
体 制

◇経営執行体制

〔理事会制度〕

当 JAは農業者により組織された協同組合であり、正組合員の代表者で

構成される「総代会」の決定事項を踏まえ、総代会において選出された理

事により構成される「理事会」が業務執行を行っています。また、総代会

で選任された監事が理事会の決定や理事の業務執行全般の監査を行ってい

ます。

組合の業務執行を行う理事には、組合員の各層の意思反映を行うため、

参与の設置や女性部から理事の登用を行っています。また、信用事業につ

いては専任担当の理事を置くとともに、農業協同組合法第３０条に規定する

常勤監事及び員外監事を設置し、ガバナンスの強化を図っています。

―３―



３．社会的責任と貢献活動

当 JAは、地域農業を守り、組合員の社会的地位の向上と地域から愛される JA活動を目指し、次の事業
を通じて地域社会に貢献しています。

（１）学童体験農園を通じ、子供たちや地域の皆さまに対して農業への理解を深めています。
（２）アグリフェスタ（総合展示会）等を通じ、食への理解とおいしく安全な食料をPRするとともに、そ
の安定供給に努めています。

（３）年金友の会をはじめ各種友の会を結成し、地域の方々の交流と健康増進のお手伝いをしています。
（４）JAグループ全体で「グラウンドゴルフ大会」等を開催し、参加者の技術向上と親睦融和を図ってい

ます。
（５）社会保険労務士による年金相談会や融資担当職員による住宅ローンをはじめとする各種ローンの融資

相談会を行っています。
（６）わかばの里（農産物直売所）の運営を通して、地産地消を推奨し「安心・安全」な農作物を提供する

とともに、生産者と消費者の方々とのふれあう場を提供しています。

また、子供たちや消費者に対して食と農と地域の関わりや食の大切さ、食を支える農業や JAの役割につ
いて、以下のように理解促進を図っています。

◇米づくり体験農園やバケツ稲作りを実施しています。
◇小中学校に対する作文・図画・書道・ポスターコンクールを開催しています。
◇郷土食や伝統料理の伝承活動や地元産を使った料理教室を開催しています。
◇学校給食への地元産野菜の提供を行っています。
◇「みんなのよい食運動」を展開し、地場産農産物の消費拡大と安全・安心な農産物づくりへの取り組み
を普及・啓蒙しています。

◇担い手・新規就農者への支援や野菜作り講習会を行っています。
◇農業関連融資を行っています。（平成２１年度新規貸付実績 ６６件 １８５，６５８千円）
◇アグリフェスタ（総合展示会・年２回）を開催しています。

―４―



４．事業の概況（平成２１年度）

日本経済は、新興国経済の成長を背景とした輸出の増加、我が国を含む先進国の大規模

な財政支出等の結果、金融危機に起因する急激な落ち込みからようやく脱出し、昨年後半

以降回復基調をたどっています。

また、政権交代で米の戸別所得補償制度で大きく変わった農政等、JAの事業を取り巻

く環境は厳しさを増しており、当 JAでは中期３カ年計画や農業振興５カ年計画の見直し

の初年度として農業振興や各事業の再構築・施設の再編等、計画の実践に努めてまいりま

した。

農業生産販売事業では、集落営農組織化への支援、意欲ある担い手の育成、水稲・大豆・

麦等の作物の品質向上、更に園芸品目の振興と農家所得の向上に努めてきました。

平成２１産米については作況指数９８、集荷数量１３９，６８９俵、一等比率７７．９％となりともに

前年を下回りました。園芸振興に関しては、「能登野菜」のブランド確立及び農商工連携

事業で中島菜入りプリンの開発、普及等新規分野の開拓に努めました。また、生産者直売

所「わかばの里」の販売は好調で前年比１０７．４％の伸びを示しています。

信用事業では、組合員・利用者の皆さまに信頼される金融機関として、窓口・渉外担当

者が中心となり、良質なサービスを提供できる事業運営を行ってまいりました。結果とし

て、貯金・融資部門ともに年間計画の平均残高を上回ることができました。

共済事業では、「ひと、いえ、くるま」のニーズに対応するため、３Ｑ訪問活動を展開

し、組合員満足度向上に努めた結果、長期・短期共済ともに収益面では順調に推移しまし

た。

経済事業では、予約率向上により肥料の供給高が計画対比１１３％となるなど、全体で供

給目標を達成しましたが、石油事業における地区内競合店との価格競争で収益面が減少し、

課題を残しました。

利用事業では、葬祭事業の取扱件数は２０４件（うち会館葬が１６８件、会館使用率８２％）で

あり、前年度より２１件増加しました。

以上の事業概況の結果、各事業の損益及び取扱高は次のとおりです。

信用事業総利益は、７３８百万円（計画対比１０４．０％）

貯金残高 ８６６億円、貸出金残高 ２３７億円

共済事業総利益は、８９４百万円（計画対比１０５．９％）

長期共済新契約高 ５８３億円

年金共済新契約高 ３．７億円

購買事業総利益は、６７５百万円（計画対比１０２．３％）

取扱高 ４５．９億円

販売事業総利益は、１３２百万円（計画対比１１４．８％）

取扱高 ２４．８億円

一方事業管理費は２，４５９百万円（計画対比９８．６％、前年対比９７．３％）で、事業利益は１７２

百万円（計画対比３６６．４％、前年対比１０９．２％）となり、前年に比べ１４百万円増加しました。

その結果当期未処分剰余金は、２１８百万円（計画対比２１０．９％、前年対比９４．９％）となりま

した。
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５．リスク管理の状況

◇リスク管理体制
〔リスク管理基本方針〕
組合員・利用者の皆さまに安心して JAをご利用いただくためには、より健全性の高い経営を確保し、信頼性を高めてい
くことが重要です。
このため、有効な内部管理態勢を構築し、直面する様々なリスクに適切に対応すべく、認識すべきリスクの種類や管理
態勢と仕組みなど、リスク管理の基本的な体系を整備しています。
また、収益とリスクの適切な管理、適切な資産自己査定の実施などを通じてリスク管理体制の充実・強化に努めています。
① 信用リスク管理
信用リスクとは、信用供与先の財務状況の悪化等により、資産（オフ・バランスを含む。）の価値が減少ないし消失し、
金融機関が損失を被るリスクのことです。当 JAは、個別の重要案件又は大口案件については理事会において対応方針を
決定しています。また、通常の貸出取引については、本店に審査課を設置し各支店と連携を図りながら与信審査を行っ
ています。審査にあたっては取引先のキャッシュ・フローなどにより償還能力の評価を行うとともに、担保評価基準な
ど厳格な審査基準を設けて与信判定を行っています。不良債権については管理・回収方針を作成・実践し、資産の健全
化に取り組んでいます。また、資産自己査定の結果、貸倒引当金については「債権の償却・引当基準」に基づき必要額
を計上し、資産及び財務の健全化に努めています。
② 市場リスク管理
市場リスクとは、金利、為替、株式等の様々な市場のリスク・ファクターの変動により、資産・負債（オフ・バラン
スを含む。）の価値が変動し、損失を被るリスク、資産・負債から生み出される収益が変動し損失を被るリスクのことで
す。主に金利リスク、価格変動リスクなどをいいます。金利リスクとは、金利変動に伴い損失を被るリスクで、資産と
負債の金利又は期間のミスマッチが存在している中で金利が変動することにより、利益が低下ないし損失を被るリスク
をいいます。また、価格変動リスクとは、有価証券等の価格の変動に伴って資産価格が減少するリスクのことです。
当 JAでは、金利リスク、価格変動リスクなどの市場性リスクを的確にコントロールすることにより、収益化及び財務
の安定化を図っています。このため、財務の健全性維持と収益力強化とのバランスを重視したALMを基本に、資産・負
債の金利感応度分析などを実施し、金融情勢の変化に機敏に対応できる柔軟な財務構造の構築に努めています。
とりわけ、有価証券運用状況については、市場動向や経済見通しなどの投資環境分析及び当 JAの保有有価証券ポート
フォリオの状況やALMなどを考慮し、理事会において運用方針を定めるとともに、経営層で構成するALM委員会を定
期的に開催して、日常的な情報交換及び意思決定を行っています。運用部門は、理事会で決定した運用方針及びALM委
員会で決定された方針などに基づき、有価証券の売買リスクヘッジを行っています。運用部門が行った取引については
リスク管理部門が適切な執行を行っているかどうかチェックし、定期的にリスク量の測定を行い経営層に報告しています。
③ 流動性リスク管理
流動性リスクとは、運用と調達のミスマッチや予期せぬ資金の流出により、必要な資金確保が困難になる、又は通常
よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることにより損失を被るリスク（資金繰りリスク）及び市場の混乱
等により市場において取引ができないため、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされることにより損失を
被るリスク（市場流動性リスク）のことです。
当 JAでは、資金繰りリスクについては、運用・調達について月次の資金計画を作成し、安定的な流動性の確保に努め
ています。また、市場流動性リスクについては、投資判断を行う上での重要な要素と位置づけ、商品ごとに異なる流動
性（換金性）を把握した上で、運用方針などの策定の際に検討を行っています。
④ オペレーショナル・リスク管理
オペレーショナル・リスクとは、業務の過程、役職員の活動もしくはシステムが不適切であること又は外生的な事象
による損失を被るリスクのことです。
当 JAでは、収益発生を意図し能動的な要因により発生する信用リスクや市場リスク及び流動性リスク以外のリスクで、
受動的に発生する事務、システム、法務などについて事務処理や業務運営の過程において、損失を被るリスクと定義し
ています。事務リスク、システムリスクなどについて、事務手続にかかる各種規程を理事会で定め、その有効性につい
て内部監査や監事監査の対象とするとともに、事故・事務ミスが発生した場合は速やかに状況を把握して理事会に報告
する体制を整備して、リスク発生後の対応及び改善が迅速・正確に反映ができるよう努めています。
⑤ 事務リスク管理
事務リスクとは、役職員が正確な事務を怠る、あるいは事故・不正等を起こすことにより金融機関が損失を被るリス
クのことです。当 JAでは、業務の多様化や事務量の増加に対応して、正確な事務処理を行うため事務マニュアルを整備
するとともに、自主検査・自店検査を実施し事務リスクの削減に努めています。また、事故・事務ミスが発生した場合
には、発生状況を把握し改善を図るとともに、内部監査により重点的なチェックを行い、再発防止策を実施しています。
⑥ システムリスク管理
システムリスクとは、コンピュータシステムのダウン又は誤作動等、システムの不備に伴い金融機関が損失を被るリ
スク、さらにコンピュータが不正に使用されることにより金融機関が損失を被るリスクのことです。当 JAでは、コン
ピュータシステムの安定稼動のため、安全かつ円滑な運用に努めるとともに、システムの万一の災害・障害等に備え、
内部規程・マニュアルなどを策定しています。

◇法令遵守体制
〔コンプライアンス基本方針〕
利用者保護への社会的要請が高まっており、また最近の企業不祥事に対する社会の厳しい批判に鑑みれば、組合員・利
用者からの信頼を得るためには、法令等を遵守し、透明性の高い経営を行うことがますます重要になっています。
このため、コンプライアンス（法令等遵守）を経営の重要課題の一つとして位置づけ、この徹底こそが不祥事を未然に
防止し、ひいては組織の信頼性向上に繋がるとの観点にたち、コンプライアンスを重視した経営に取り組みます。
〔コンプライアンス運営態勢〕
コンプライアンス態勢全般にかかる検討・審議を行うため、代表理事組合長を委員長とするコンプライアンス委員会を
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設置するとともに、コンプライアンスの推進を行うため、本店各部門・各支店にコンプライアンス推進委員会を設置して
います。
基本姿勢及び遵守すべき事項を記載した手引書「コンプライアンス・マニュアル」を策定し、研修会を行い全役職員に
徹底しています。
毎年度、コンプライアンス・プログラムを策定し、実効ある推進に努めるとともに、統括部署を設置し、その進捗管理
を行っています。
また、組合員・利用者の皆さまの声を真摯に捉え、前向きに事業に反映するため、苦情・相談等の専門窓口を設置して
います。
〔個人情報保護方針〕
当 JAでは組合員情報の保護管理を徹底するために、職員に対する周知及び保護管理状況の点検等を行い、組合員が安心
してご利用いただけるように、組合員情報の保護管理に万全を期すよう取り組んでいます。
〔情報セキュリティ基本方針〕
当 JAは、金融商品販売法の趣旨に則り、貯金・定期積金、共済その他の金融商品の販売等の勧誘にあたっては、次の事
項を遵守し、組合員・利用者の皆さまの立場に立った勧誘に努めるとともに、より一層の信頼をいただけるよう努めてま
いります。
１．組合員・利用者の皆さまの商品利用目的ならびに知識、経験、財産の状況及び意向を考慮の上、適切な金融商品の勧
誘と情報の提供を行います。
２．組合員・利用者の皆さまに対し、商品内容や当該商品のリスク内容など重要な事項を十分に理解していただくよう努
めます。
３．不確実な事項について断片的な判断を示したり、事実でない情報を提供するなど、組合員・利用者の皆さまの誤解を
招くような説明は行いません。
４．お約束のある場合を除き、組合員・利用者の皆さまにとって不都合と思われる時間帯での訪問・電話による勧誘は行
いません。
５．組合員・利用者の皆さまに対し、適切な勧誘が行えるよう役職員の研修の充実に努めます。

◇内部監査体制
当 JAでは、内部監査部門を被監査部門から独立して設置し、経営全般にわたる管理及び各部門の業務の遂行状況を、内
部管理態勢の適切性と有効性の観点から検証・評価し、改善事項の勧告などを通じて業務運営の適切性の維持・改善に努
めています。
また、内部監査は、当 JAの本店・支店のすべてを対象とし、中期及び年度の内部監査計画に基づき実施しています。監
査結果は代表理事組合長及び監事に報告したのち被監査部門に通知され、定期的に被監査部門の改善取組状況をフォロー
アップしています。また、監査結果の概要を定期的に理事会に報告することとしていますが、特に重要な事項については、
直ちに理事会、代表理事組合長、監事に報告し、速やかに適切な措置を講じています。

◇金融円滑化体制
〔金融円滑化基本方針〕
当 JAでは、農業者の協同組織金融機関として、「健全な事業を営む農業者をはじめとする地域の利用者に対して必要な
資金を円滑に供給していくこと」を、「当組合の最も重要な役割のひとつ」として位置付け、当組合の担う公共性と社会的
責任を強く認識し、その適切な業務の遂行に向け、以下の方針を定め、取り組んでまいります。
１．組合員・地域利用者の新規融資や貸付条件の変更等の申込みがあった場合には、組合員・地域利用者の特性及び事業
の状況を勘案しつつ、できる限り、柔軟に対応するよう努めます。
２．事業を営む組合員・地域利用者からの経営相談に積極的かつきめ細かく取り組み、組合員・地域利用者の経営改善に
向けた取り組みをご支援できるよう努めます。また、役職員に対する研修等により、上記取り組みの対応能力の向上に
努めます。
３．組合員・地域利用者から新規融資や貸付条件の変更等の相談・申込みがあった場合には、組合員・地域利用者の経験
等に応じて、説明及び情報提供を適切かつ十分に行うように努めます。また、お断りさせていただく場合には、その理
由を可能な限り具体的かつ丁寧に説明するよう努めます。
４．組合員・地域利用者からの、新規融資や貸付条件の変更等の相談・申込みに対する問い合わせ、相談、要望及び苦情
については、公正・迅速・誠実に対応し、組合員・地域利用者の理解と信頼が得られるよう努めます。
５．中小企業者等金融円滑化法への対応
（１）農業事業者、中小事業者及び住宅ローンご利用の組合員・地域利用者からの新規融資や貸付条件の変更等の申込み
があった場合には、組合員・地域利用者の特性及び事業の状況を勘案しつつ、できる限り、柔軟に対応するよう努め
ます。

（２）その際、他の金融機関や日本政策金融公庫、住宅金融支援機構、農業信用基金協会、信用保証協会、企業再生支援
機構、事業再生ADR等との緊密な連携を図るよう努めます。また、これらの関係機関等から照会を受けた場合には、
守秘義務に留意しつつ、組合員・地域利用者の同意を前提に情報交換しつつ連携に努めます。

６．組合員・地域利用者からの上述のような申込みに対し、円滑に措置をとることが出来るよう、必要な体制を整備して
います。
具体的には、

（１）組合長以下、関係役員・部長を構成員とする「コンプライアンス委員会」にて、金融円滑化にかかる対応を一元的
に管理し、組織横断的に協議します。

（２）信用事業担当理事を「金融円滑化管理責任者」として、当 JA全体における金融円滑化の方針や施策の徹底に努めま
す。

（３）各支店に「金融円滑化管理担当者」を設置し、各支店における金融円滑化の方針や施策の徹底に努めます。
７．本方針に基づく金融円滑化管理態勢について、その適切性及び有効性を定期的に検証し、必要に応じて見直しを行い
ます。
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６．事業のご案内

（信用事業）
信用事業は、貯金・融資・為替決済などの金融サービスを提供することにより農業をはじめ地域社会の

発展に貢献しています。この信用事業は、JA・信連・農林中金という三段階の組織が有機的に結びつき、
JAバンクとして大きな力を発揮しています。

１．貯金業務
組合員はもちろん地域住民の皆さまや事業主の皆さまにもお気軽にご利用いただけるよう貯金の種類

として当座貯金・普通貯金・貯蓄貯金・定期貯金・定期積金などの各種貯金を目的・期間にあわせてご
利用いただいています。

２．融資業務
組合員への融資を始め、地域の皆さまの暮らしや、事業に必要な資金をご融資しています。
また、地方公共団体・農業関連産業などへも融資し、地域経済の発展に貢献しています。さらに、（株）

日本政策金融公庫（旧農林公庫）等の融資の申し込みのお取り次ぎもしています。
３．為替決済業務
全国の JAをはじめ、すべての民間金融機関とオンライン提携し、送金・振込・代金取立等の内国為

替業務を行っています。
貯金ネットサービスは都銀・地銀をはじめとする民間金融機関とCDオンライン提携しており全国の

金融機関のCD・ATM利用が可能となっています。
また、給与・年金等口座振替業務についてもお取り扱いしています。

４．国債の窓口販売業務・外貨両替業務
個人向け国債、中・長期利付国債、投資信託の窓口販売業務を行っています。お客様のライフプラン

に合わせた資産運用をご提案させていただいています。

（共済事業）
JA共済は「ひと・いえ・くるま」暮らしの全てに大きな安心を提供しています。JA共済は価格面・仕

組面において、その優位性は高い評価を得ており、組合員と地域の皆さまの「しあわせの輪」を広げてい
ます。
長期共済 養老生命共済、終身共済、こども共済、年金共済、建物更生共済、医療共済、がん共済など
短期共済 火災共済、自賠責共済、自動車共済、傷害共済

（営農・経済事業）
JAは信用・共済事業の他に、農業から生活までに関わるさまざまな事業を行っています。

１．農業に関わる事業
JAは肥料や農薬等の生産資材及び農業機械などの販売、米や野菜などの農産物の生産・販売、育苗

センター・ライスセンター・選果場等の農業関連施設の利用事業、営農指導・相談を行っています。
２．生活に関わる事業

JAは日用品・プロパンガス・ガソリン・車など生活に関わる用品を販売しています。また、旅行の
手配、ギフト用品の販売や葬祭事業なども行っています。
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手数料一覧

●為替手数料
振込手数料 当 JA本支店あてのもの 無 料

他行あてのもの 電信扱い １万円未満 ４２０円

１万円以上３万円未満 一件につき ５２５円

３万円以上 一件につき ７３５円

文書扱い １万円未満 ３１５円

１万円以上３万円未満 一件につき ４２０円

３万円以上 一件につき ６３０円

●送金手数料
当 JA本支店あてのもの 一件につき ４２０円

他行あてのもの 普通扱い（送金小切手） 一件につき ６３０円

至急扱い 一件につき ８４０円

●代金取立手数料
当 JA本支店あてのもの 一件につき ０円

他行あてのもの 普通扱い（送金小切手） 一件につき ６３０円

至急扱い 一件につき ８４０円

●その他の手数料
送金・振込の組戻料 一件につき ６３０円

取立手形組戻料 一通につき ６３０円

取立手形店頭提示料
一通につき ６３０円

※ただし６３０円を超える実費を要する場合は、その実費。

不渡手形返却料 一通につき ６３０円
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【経営資料】
Ⅰ 決算の状況

１．貸借対照表
（単位：千円）

資 産
科 目 平成２０年度 平成２１年度
（資 産 の 部）

１．信用事業資産 ８７，８５１，８２０ ８９，０５９，４８３
（１）現金 ３６０，５６９ ３３６，１７７
（２）預金 ５５，７４３，５８２ ５４，８５６，１４６

系統預金 ５５，７３５，５３６ ５４，８４９，２１８
系統外預金 ８，０４６ ６，９２７
譲渡性預金 ０ ０

（３）買入金銭債権 ０ ０
（４）商品有価証券 ０ ０
（５）金銭の信託 ０ ０
（６）有価証券 ９，７６３，８８４ １０，２０８，６２４
（７）貸出金 ２１，９８５，４４０ ２３，７０５，１０５
（８）その他の信用事業資産 ２０９，２１７ １７０，５９９

未収収益 １８０，２７２ １２９，３１２
信用未収利息 １７９，１６０ １２８，１９８
信用未収収益 １，１１２ １，１１３
その他の資産 ２８，９４４ ４１，２８６

（９）債務保証見返 ０ ０
（１０）信用貸倒引当金 ▲ ２１０，８７４ ▲ ２１７，１６９
２．共済事業資産 ６３，００６ ７７，３０２
（１）共済貸付金 ３３，４００ ４５，３９５
（２）共済未収利息 ４４９ ４８０
（３）その他の共済事業資産 ２９，２５０ ３１，５２８
（４）共済貸倒引当金 ▲ ９４ ▲ １０１
３．経済事業資産 １，９９７，５７０ １，７２２，５５５
（１）受取手形 １８，１３９ １２，４７６
（２）経済事業未収金 ５９８，１４５ ５７９，４８７
（３）経済受託債権 ８９１，８５０ ６５４，２０１
（４）棚卸資産 ４１５，９０４ ３９４，３０９

購買品 ４０８，４３９ ３８０，１１９
その他の棚卸資産 ７，４６５ １４，１９０

（５）その他の経済事業資産 ９８，３３４ ９７，５０８
（６）経済貸倒引当金 ▲ ２４，８０４ ▲ １５，４２７
４．雑資産 ６２，４１６ ７４，６２２
５．固定資産 ２，７４９，６７４ ２，６２６，２４８
（１）有形固定資産 ２，７２９，３００ ２，６０７，１６４

減価償却資産 ６，６９０，８７７
建物 ４，４７２，９８３
機械装置 １，１２６，１００
土地 １，２０９，２９６ １，２０９，６７３
リース資産 ０
建設仮勘定 ０ ０
その他の有形固定資産 １，００４，５８８
減価償却累計額 ▲ ５，１２９，８３１ ▲ ５，２０６，１８１

（２）無形固定資産 ２０，３７４ １９，０８４
６．外部出資 ２，５２５，８４８ ２，５４５，１８８
（１）外部出資 ２，５２７，７６１ ２，５４７，１００

系統出資 ２，４０７，４４８ ２，４２６，７８８
系統外出資 １２０，３１２ １２０，３１２
子会社等出資 ０ ０

（２）外部出資等損失引当金 ▲ １，９１２ ▲ １，９１２
７．繰延税金資産 １４３，２７７ ８８，３３９
８．再評価に係る繰延税金資産 ０ ０
９．繰延資産 ０ ０
資 産 の 部 合 計 ９５，３９３，６１４ ９６，１９３，７３９

―１０―



（単位：千円）

負 債 及 び 純 資 産
科 目 平成２０年度 平成２１年度
（負 債 の 部）

１．信用事業負債 ８６，６８２，９９１ ８７，３８６，０９７
（１）貯金 ８５，８８８，２０１ ８６，６３１，８６９
（２）譲渡性貯金 ０ ０
（３）借入金 ４０４，８３８ ３９４，３２４
（４）その他の信用事業負債 ３８９，９５２ ３５９，９０２

未払費用 ２３９，６５３ ２４５，６８８
信用未払利息 ２３９，１９８ ２４５，１８５
信用未払費用 ４５５ ５０２
その他の負債 １５０，２９８ １１４，２１４

（５）債務保証 ０ ０
２．共済事業負債 ７１８，４６２ ６６２，２２１
（１）共済借入金 ３４，１０７ ４６，３７４
（２）共済資金 ３６８，８６１ ３１６，０６８
（３）共済未払利息 ４６０ ５００
（４）未経過共済付加収入 ３０５，２３６ ２９２，３３５
（５）共済未払費用 ６，６３９ ６，５４８
（６）その他の共済事業負債 ３，１５６ ３９３
３．経済事業負債 ９４３，２６５ ８６５，２９４
（１）支払手形 ０ ０
（２）経済事業未払金 ４３２，１１４ ４８０，８６２
（３）経済受託債務 ４９１，０２６ ３４９，９１３
（４）その他の経済事業負債 ２０，１２４ ３４，５１８
４．設備借入金 ０ ０
５．雑負債 １９３，５６４ ３２５，７２１
（１）未払法人税等 ４０，５０９ ４０，８７３
（２）リース債務 ０ ０
（３）その他の負債 １５３，０５５ ２８４，８４７
６．諸引当金 ６４５，７３９ ５７４，４４９
（１）賞与引当金 ８５，９７１ ７３，３５５
（２）退職給付引当金 ５４３，５５７ ４８２，６５８
（３）役員退職慰労引当金 １６，２１０ １８，４３５
７．繰延税金負債 ０ ０
８．再評価に係る繰延税金負債 ０ ０

負 債 の 部 合 計 ８９，１８４，０２３ ８９，８１３，７８４
（純 資 産 の 部）

１．組合員資本 ６，１１４，４００ ６，２００，１２５
（１）出資金 ２，８７５，４６０ ２，８４０，１８０
（２）回転出資金 ０ ０
（３）再評価積立金 ０ ０
（４）資本準備金 ０ ０
（５）利益剰余金 ３，２８０，１１０ ３，３９１，５７５

利益準備金 ２，００３，８６３ ２，００３，８６３
その他利益剰余金 １，２７６，２４７ １，３８７，７１２
任意積立金 １，０４６，２７９ １，１６９，３６７
リスク管理積立金 ５２２，９９８ ６６２，９９８
税効果積立金 １８６，０４４ １６９，１３２
特別積立金 ３３７，２３７ ３３７，２３７

当期未処分剰余金 ２２９，９６７ ２１８，３４４
（うち当期剰余金） ▲ １２，５３４ １３９，６７１

（６）処分未済持分 ▲ ４１，１７０ ▲ ３１，６３０
２．評価・換算差額等 ９５，１９０ １７９，８３０
（１）その他有価証券評価差額金 ９５，１９０ １７９，８３０
（２）土地再評価差額金 ０ ０
純 資 産 の 部 合 計 ６，２０９，５９０ ６，３７９，９５５

負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 ９５，３９３，６１４ ９６，１９３，７３９

―１１―



２．損益計算書
（単位：千円）

科 目 平成２０年度 平成２１年度
１．事業総利益 ２，６８４，７９１ ２，６３１，３７９
（１）信用事業収益 １，１４０，７０２ １，０７９，２５４

資金運用収益 １，０５５，６９５ １，０１７，１１６
（うち預金利息） ４６４，４６５ ３９５，５５１
（うち有価証券利息） １３０，２６７ １４２，４７８
（うち貸出金利息） ４１５，４８４ ４２１，７１８
（うちその他受入利息） ４５，４７６ ５７，３６８
役務取引等収益 ３３，１１６ ３１，０６３
その他事業直接収益 ２２，１７０ １８，００２
その他経常収益 ２９，７２１ １３，０７２

（２）信用事業費用 ３８６，１４２ ３４０，９３７
資金調達費用 ２９１，０１６ ２５３，６５９
（うち貯金利息） ２７４，９８５ ２３６，４９１
（うち給付補てん備金繰入） １０，６１７ １２，６８２
（うち借入金利息） ３，４４８ ３，１６５
（うちその他支払利息） １，９６４ １，３２０
役務取引等費用 ５，５２９ ５，６０１
その他事業直接費用 ０ ９９３
その他経常費用 ８９，５９６ ８０，６８３
（うち貸倒引当金繰入額） ０ ６，５２６
（うち貸出金償却） ０ ２３０

信用事業総利益 ７５４，５６０ ７３８，３１７
（３）共済事業収益 ９８９，０７７ ９６９，３６８

共済付加収入 ９４６，３８４ ９２５，５８６
共済貸付金利息 ８８１ １，０５３
その他の収益 ４１，８１１ ４２，７２８

（４）共済事業費用 ６７，２８３ ７４，８５０
共済借入金利息 ８８３ １，０６８
共済推進費 ２３，７９３ ２９，９２８
共済保全費 ５，５４３ ４，６５７
その他の費用 ３７，０６２ ３９，１９６
（うち貸倒引当金繰入額） ０ ６
（うち貸出金償却） ０ ０

共済事業総利益 ９２１，７９４ ８９４，５１８
（５）購買事業収益 ５，１６９，２３５ ４，７３２，１２６

購買品供給高 ５，０２７，２４０ ４，５９２，０６４
購買手数料 １７６ １０７
修理サービス料 ８１，１４４ ８０，４１１
その他の収益 ６０，６７３ ５９，５４３

（６）購買事業費用 ４，４４５，１６６ ４，０５７，０４０
購買品供給原価 ４，３２７，５４８ ３，９３６，０１６
購買供給費 ０ ０
修理サービス費 ８，２７３ ７，６６５
その他の費用 １０９，３４５ １１３，３５８
（うち貸倒引当金繰入額） ０ ０
（うち貸倒損失） ０ １６３

購買事業総利益 ７２４，０６８ ６７５，０８５
（７）販売事業収益 １２５，９０１ １３８，６８６

販売品販売高 ０ ０
販売手数料 １２０，４４０ １３２，３２１
その他の収益 ５，４６０ ６，３６５

（８）販売事業費用 ２０，７０３ ６，６０９
販売品販売原価 ０ ０
販売費 １４，３８６ ０
その他の費用 ６，３１６ ６，６０９
（うち貸倒引当金繰入額） ０ １３
（うち貸倒損失） ０ ０

販売事業総利益 １０５，１９７ １３２，０７７

―１２―



（単位：千円）

科 目 平成２０年度 平成２１年度
（９）農業倉庫事業収益 ７５，４５４ ７４，３０５
（１０）農業倉庫事業費用 ２３，７６４ ２４，３０８
農業倉庫事業総利益 ５１，６８９ ４９，９９６
（１１）加工事業収益 ９，９２１ ７，９５５
（１２）加工事業費用 ９，１５２ ６，９１５
加工事業総利益 ７６９ １，０３９
（１３）利用事業収益 ３１９，６０３ ３２１，２０１
（１４）利用事業費用 ２４２，８６８ ２３７，９１３
利用事業総利益 ７６，７３３ ８３，２８８
（１５）葬祭事業収益 ２１５，００９ ２１８，６４８
（１６）葬祭事業費用 １４１，８２６ １３４，８２９
葬祭事業総利益 ７３，１８２ ８３，８１８
（１７）その他事業収益 １，６４５ １，６１２
（１８）その他事業費用 ０ ０
その他事業総利益 １，６４５ １，６１２
（１９）指導事業収入 １０，５４４ １２，２８５
（２０）指導事業支出 ３５，３９４ ４０，６６０
指導事業収支差額 ▲ ２４，８５０ ▲ ２８，３７４

２．事業管理費 ２，５２７，０１０ ２，４５９，１３５
（１）人件費 １，８１７，５６３ １，８１９，２６３
（２）業務費 ２０６，５６１ １９０，３７４
（３）諸税負担金 ７５，１２７ ６７，３７２
（４）施設費 ４２３，５０９ ３７８，１９５
（５）その他費用 ４，２４８ ３，９２８
事 業 利 益 １５７，７８０ １７２，２４４

３．事業外収益 ６５，９５４ ６１，０２９
（１）受取雑利息 １，６９８ １，４６２
（２）受取出資配当金 ４３，９９９ ４３，５１２
（３）賃貸料 １１，２６５ ７，７６５
（４）雑収入 ８，９９０ ８，２９０

４．事業外費用 １３，０６３ １３，８０１
（１）支払雑利息 ０ ０
（２）貸倒損失 ０ ０
（３）寄付金 ５１８ １０８
（４）雑損失 １２，５４５ １３，６９３
（５）その他貸倒引当金繰入 ０ ０
経 常 利 益 ２１０，６７０ ２１９，４７２

５．特別利益 ５０，６０８ １４，０５５
（１）固定資産処分益 ９，３２１ ５，７５０
（２）一般補助金 ５，１８６ ２，１２９
（３）貸倒引当金戻入益 ７，９１５ ５，６８７
（４）償却債権取立益 ２５８ ４８８
（５）その他の特別利益 ２７，９２８ ０

６．特別損失 １８８，２８９ ２７，３６８
（１）固定資産処分損 １６，３５０ ２４，１４３
（２）固定資産圧縮損 ５，１８６ ３，２２４
（３）減損損失 １６６，７５３ ０
（４）その他の特別損失 ０ ０
税引前当期利益 ７２，９８９ ２０６，１６０

７．法人税、住民税及び事業税 ７０，３３４ ４９，５７６
８．法人税等調整額 １５，１９０ １６，９１１

当期剰余金 ▲ １２，５３４ １３９，６７１
前期繰越剰余金 ６０，５５８ ６１，７６０
（税効果・リスク管理）積立金取崩額 １８１，９４３ １６，９１１
当期未処分剰余金 ２２９，９６７ ２１８，３４４

―１３―



（単位：千円）

科 目 平成２０年度 平成２１年度
１．事業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益（又は税引前当期損失） ７２，９９０ ２０６，１６０
減価償却費 １９９，３４７ １６６，２８２
減損損失 １６６，７５４ ０
貸倒引当金の増加額 ▲ ９，９７５ ▲ ３，０８１
賞与引当金の増加額 ▲ ６８７ ▲ １２，６１５
退職給付引当金の増加額 ▲ ５１，６０２ ▲ ５８，６７３
その他引当金等の増加額 ０ ０
信用事業資金運用収益 ▲ １，０５５，６９５ ▲ １，０１７，１１６
信用事業資金調達費用 ２９１，０１６ ２５３，６５９
共済貸付金利息 ▲ ８８２ ▲ １，０５３
共済借入金利息 ８８４ １，０６８
受取雑利息及び受取出資配当金 ▲ ４５，６９８ ▲ ４４，９７４
支払雑利息 ０ ０
為替差損益 ０ ０
有価証券関係損益 ▲ ２２，１７０ ▲ １７，００８
固定資産売却損益 ７，０２８ １８，３９３
外部出資関係損益 ０ ０

（信用事業活動による資産及び負債の増減）
貸出金の純増減 １５９，２２１ ▲ １，７１９，６６５
預金の純増減 ６４０，９４７ ７９８，９４６
貯金の純増減 ▲ ８４，８１９ ７４３，６６８
信用事業借入金の純増減 ▲ ４１，１６２ ▲ １０，５１３
その他信用事業資産の増減 ５７，３４３ ▲ ４７，３４３
その他信用事業負債の増減 ▲ １２，３１１ ▲ ４１，２２１

（共済事業活動による資産及び負債の増減）
共済貸付金の純増減 ▲ ９，６７３ ▲ １１，９９４
共済借入金の純増減 １０，１１３ １２，２６６
共済資金の純増減 ４５，２７１ ▲ ５２，７９２
その他共済事業資産の増減 ４，８２３ ▲ ２，２７８
その他共済事業負債の増減 ▲ ７，３８８ ▲ １５，７５４

（経済事業活動による資産及び負債の増減）
受取手形及び経済事業未収金の純増減 １１０，７４１ ２４，３２１
経済受託債権の純増減 ▲ １００，２９６ ２３７，６４９
棚卸資産の純増減 ▲ ７０，１３２ ２１，５９４
支払手形及び経済事業未払金の純増減 ▲ ６２，５６７ ４８，７４７
経済受託債務の純増減 ▲ ３８，９８９ ▲ １４１，１１３
その他経済事業資産の増減 １０，９７３ ８２５
その他経済事業負債の増減 ▲ ２１，５８５ １４，３９４

（その他の資産及び負債の増減）
その他資産の増減 ６３，１７９ ▲ １２，５９９
その他負債の増減 ▲ １１５，４７０ １１４，９６７
未払消費税の増減額 ▲ １２，７４３ １６，８２４

３．キャッシュ・フロー計算書

―１４―



（単位：千円）

科 目 平成２０年度 平成２１年度
信用事業資金運用による収入 １，０４０，５０１ １，０６８，０３２
信用事業資金調達による支出 ▲ ２４４，３９３ ▲ ２４２，４４０
共済貸付金利息による収入 ８４２ １，０２３
共済借入金利息による支出 ▲ ８３４ ▲ １，０２８
事業分量配当金の支払額 ０ ０

小 計 ８７２，９０３ ２９５，５５６
雑利息及び出資配当金の受取額 ４５，６９８ ４４，９７４
雑利息の支払額 ０ ０
法人税等の支払額 ▲ ８１，６１３ ▲ ４９，２１２

事業活動によるキャッシュ・フロー ８３６，９８８ ２９１，３１９
２．投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 ▲ ２，３０５，１００ ▲ ２，２０３，９３０
有価証券の売却等による収入 １，８０１，６０１ １，８９８，８６５
金銭の信託の増加による支出 ０ ０
金銭の信託の減少による収入 ０ ０
固定資産の取得による支出 ▲ ３２２，７６７ ▲ ７７，７２８
固定資産の売却による収入 １６６，４１４ １４，３５０
補助金の受入による収入 ５，１８６ ２，１２９
外部出資による支出 ▲ ４６，６８３ ▲ ４７，２２２
外部出資の売却等による収入 ２６，４８４ ２７，８８３

投資活動によるキャッシュ・フロー ▲ ６７４，８６４ ▲ ３８５，６５３
３．財務活動によるキャッシュ・フロー

設備借入れによる収入 ０ ０
設備借入れの返済による支出 ０ ０
出資の増額による収入 １１０，６００ １２２，０５０
出資の払戻しによる支出 ▲ １２３，９４０ ▲ １５７，３３０
回転出資金の受入による収入 ０ ０
回転出資金の払戻しによる支出 ０ ０
持分の取得による支出 ▲ １５，４３８ ▲ ３６，９９０
持分の譲渡による収入 ２８，９９８ ４６，５３０
出資配当金の支払額 ▲ ４２，３１４ ▲ ２８，２０６

財務活動によるキャッシュ・フロー ▲ ４２，０９４ ▲ ５３，９４６
４．現金及び現金同等物に係る換算差額 ０ ０
５．現金及び現金同等物の増加額（又は減少額） １２０，０３０ ▲ １４８，２８１
６．現金及び現金同等物の期首残高 ８１６，３７０ ９３６，３９９
７．現金及び現金同等物の期末残高 ９３６，３９９ ７８８，１１７
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（単位：千円）
建物・
構築物

車両・
運搬具

機械及
び装置

工具・器
具・備品 その他 合 計

取得価額相
当額 ３１９ １８，５００ １１，４００ ８３，６２２ ９，５０７ １２３，３４８

減価償却累
計額相当額 ２９７ １１，１００ １０，０２９ ５５，５３６ ７，０５２ ８４，０１４

期末残高相
当額 ２２ ７，４００ １，３７１ ２８，０８６ ２，４５５ ３９，３３４

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

（１）次に掲げる資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

・その他有価証券

イ．時価のあるもの…期末日の市場価格等に基づく時価法（評

価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定）

ロ．時価のないもの…移動平均法による原価法

なお、取得価額と券面金額との差額のう

ち金利調整と認められる部分については

償却原価法による取得価額の修正を行っ

ています。

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・購買品（店舗在庫以外）…最終仕入原価法による原価法（貸借対

照表価額は収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法）

・購買品（店舗在庫）………売価還元原価法による原価法（貸借対

照表価額は収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法）

（２）固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

建物………定率法（ただし、平成１０年４月１日以降に取得した

建物（建物附属設備を除く）については定額法）を

採用しています。

建物以外…定率法を採用しています。

なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する

方法と同一の基準によっています。また取得価額１０万円以上２０万

円未満の少額減価償却資産については、法人税法の規定に基づき、

３年間で均等償却を行っています。

② 無形固定資産

定額法を採用しています。

なお、自組合利用ソフトウェアについては、当組合における利

用可能期間（５年）に基づく定額法により償却しています。

（３）引当金の計上方法

① 貸倒引当金

貸倒引当金は、予め定めている資産の自己査定の基準、経理規

程及び資産の償却・引当基準に則り、次のとおり計上しています。

正常先債権及び要注意先債権（要管理債権を含む）については、

貸倒実績率で算定した金額と税法繰入限度額のいずれか多い金額

を計上しています。

なお、この基準に基づき、当期は租税特別措置法第５７条の１０に

より算定した金額に基づき計上しています。

破綻懸念先債権については、債権額から担保の処分可能見込額

及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務

者の支払能力を総合的に判断して必要と認められる額を引当てて

います。このうち債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッ

シュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、

当該キャッシュ・フローを当組合の貸出シェアで按分した金額と

債権の帳簿価額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可

能見込額を控除した残額との差額を引当てています。

実質破綻先債権及び破綻先債権については、債権の帳簿価額か

ら担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、

その残額を引き当てています。

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、審査部署（貸

出２次審査部署等）が資産査定を実施し、当該部署から独立した

内部監査及び監事の監査を受けており、その査定結果に基づいて、

上記の引当を行っています。

② 賞与引当金

職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の

うち当期負担分を計上しています。

③ 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度に発生している

と認められる額を計上しています。

数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における職

員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（１０年）による定額法に

より按分した額を、発生事業年度から費用処理することとしてい

ます。

（会計方針の変更）

当期から、「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）（企

業会計基準第１９号 平成２０年７月３１日）を適用しています。

本会計基準の適用に伴い発生する退職給付債務の差額に関わる

適用初年度の費用処理額は１２，７５２千円であり、事業利益、経常利益

及び税引前当期利益はそれぞれ１２，７５２千円減少（増加）しています。

また、本会計基準の適用に伴い発生する職給付債務の差額の未

処理残高は１１４，７６９千円です。

④ 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えて、役員退職慰労金支給規程に

基づく期末要支給額を計上しています。

⑤ 外部出資等損失引当金

当組合の外部出資先への出資に係る損失に備えるため、出資形

態が株式のものについては有価証券の評価と同様の方法により、

株式以外のものについては貸出債権と同様の方法により、必要と

認められる額を計上しています。

（４）リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引で、会計基準適用初年度開始前に取引を

行ったものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計

処理によっています。

（５）消費税及び地方消費税の会計処理の方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。

ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等は雑資産に計上し、

５年間で均等償却を行っています。

（６）記載金額の端数処理

記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しています。そのため、

表中の合計が一致しないことがあります。

（７）表示方法の変更

「農業協同組合法施行規則」（平成１７年農林水産省令第２７号）別紙

様式が「農業協同組合法施行規則等の一部を改正する省令」（平成２２

年３月１７日付農林水産省令第１８号）により改正され、平成２２年３月

１７日から施行されたことに伴い、貸借対照表における固定資産の表

示について、「有形固定資産」を改正後の内訳表示にしています。

２．貸借対照表に関する注記

（１）有形固定資産に係る圧縮記帳額

有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額は２，４７９，１０８

千円であり、その内訳は次のとおりです。

① 建物 １，１３０，６１９千円

② 構築物 ３１，７５３千円

③ 機械装置 １，１８４，１７９千円

④ 車両運搬具 ６，２８８千円

⑤ 器具備品 １０９，７６８千円

⑥ 土地 １６，４９７千円

（２）リース契約により使用する重要な固定資産

① 貸借対照表に計上した固定資産のほか、業務用自動車２台、ATM

９台移動店舗バス１台（平成２０年３月３１日以前契約締結のもの）

については、リース契約により使用しています。

リース物件の所有権が当 JAに移転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引は、下記のとおりです。

イ．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期

末残高相当額

４．注記表（平成２１年度）
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（単位：千円）
１年以内 １年超 合 計

期末残高相当額 １８，３００ ２３，０４４ ４１，３４４

（単位：千円）
支 払 リ ー ス 料 ２４，４７０

減価償却費相当額 ２２，５３４

支払利息相当額 １，８２２

（単位：千円）
担保に供している資産 担保に係る債務

種 類 期末帳簿
価 額 内 容 期末残高

系 統 外 定 期 預 金 ５，１００ 公金収納に係る保証金 ５，１００

（単位：千円）

貸借対照表計上額 時 価 差 額

預 金 ５４，８５６，１４６ ５４，７４２，５５０ ▲ １１３，５９６

有 価 証 券 １０，２０８，６２４ １０，２０８，６２４ －

その他有価証券 １０，２０８，６２４ １０，２０８，６２４ －

貸 出 金 ２３，７０５，１０５
貸 倒 引 当 金 ２１７，１６９
貸倒引当金控除後 ２３，４８７，９３５ ２３，９３８，００６ ４５０，０７１

資 産 計 ８８，５５２，７０５ ８８，８８９，１８０ ３３６，４７５

貯 金 ８６，６３１，８６９ ８６，５２３，５３８ ▲ １０８，３３１

負 債 計 ８６，６３１，８６９ ８６，５２３，５３８ ▲ １０８，３３１

ロ．未経過リース料期末残高相当額

ハ．当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

ニ．減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

減価償却費相当額は、リース期間定額法により算定していま

す。

利息相当額は、リース料総額とリース物件の取得価額相当額

との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については利息

法によっています。

② ファイナンス・リース取引以外の、所有権が当組合に移転しな

いオペレーティング・リース取引については、通常の賃貸借取引

に準じた会計処理によっています。

なお、未経過リース料はありません。

（３）担保に供した資産

（４）理事及び監事に対する金銭債権の総額 ４６，９２４千円

（５）理事及び監事に対する金銭債務の総額 ０千円

（６）貸出金のうちリスク管理債権の合計額及びその内訳

貸出金のうち、破綻先債権額は１，７６９千円、延滞債権額は３４８，５５０

千円です。

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の遅延が相当期間継続して

いることその他の事由により元本又は利息の取立又は弁済の見込み

がないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（以下「未収利

息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令第９６条第１項第

３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が

生じている貸出金です。

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債

権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支

払を猶予した貸出金以外の貸出金です。

貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は１８，５７８千円です。

なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払

日の翌日から３カ月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞

債権に該当しないものです。

貸出金のうち、貸出条件緩和債権額はありません。

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図る

ことを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、

債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻

先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しないものです。

破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件

緩和債権額の合計額は３６８，８９７千円です。

なお、上記に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額です。

３．金融商品に関する注記

（１）金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針

当組合は農家組合員や地域から預かった貯金を原資に、農家組

合員や地域内の企業や団体などへ貸付け、残った余裕金を石川県

信用農業協同組合連合会へ預けているほか、国債や地方債などの

債券による運用を行っています。

② 金融商品の内容及びそのリスク

当組合が保有する金融資産は、主として当組合管内の組合員等

に対する貸出金及び有価証券であり、貸出金は、顧客の契約不履

行によってもたらされる信用リスクに晒されています。

また、有価証券は債券であり、満期保有目的及び純投資目的（そ

の他有価証券）で保有しています。これらは発行体の信用リスク、

金利の変動リスク及び市場価格の変動リスクに晒されています。

③ 金融商品に係るリスク管理体制

イ．信用リスクの管理

当組合は、個別の重要案件又は大口案件については理事会に

おいて対応方針を決定しています。また、通常の貸出取引につ

いては、本店に審査課を設置し各支店との連携を図りながら、

与信審査を行っています。審査にあたっては、取引先のキャッ

シュ・フローなどにより償還能力の評価を行うとともに、担保

評価基準など厳格な審査基準を設けて、与信判定を行っていま

す。貸出取引において資産の健全性の維持・向上を図るため、

資産の自己査定を厳格に行っています。不良債権については管

理・回収方針を作成・実践し、資産の健全化に取り組んでいま

す。また、資産自己査定の結果、貸倒引当金については「資産

の評価及び償却・引当規程」に基づき必要額を計上し、資産及

び財務の健全化に努めています。

ロ．市場リスクの管理

当組合では、金利リスク、価格変動リスクなどの市場性リス

クを的確にコントロールすることにより、収益化及び財務の安

定化を図っています。このため、財務の健全性維持と収益力強

化とのバランスを重視した ALMを基本に、資産・負債の金利感

応度分析などを実施し、金融情勢の変化に機敏に対応できる柔

軟な財務構造の構築に努めています。

とりわけ、有価証券運用については、市場動向や経済見通し

などの投資環境分析及び当組合の保有有価証券ポートフォリオ

の状況や ALMなどを考慮し、理事会において運用方針を定める

とともに、経営層で構成する余裕金運用会議を定期的に開催し

て、日常的な情報交換及び意思決定を行っています。金融課（運

用部門）は、理事会で決定した運用方針及び ALM委員会（また

は余裕金運用会議）で決定された方針などに基づき、有価証券

の売買やリスクヘッジを行っています。金融課（運用部門）が

行った取引については企画管理課（リスク管理部門）が適切な

執行を行っているかどうかチェックし定期的にリスク量の測定

を行い経営層に報告しています。

ハ．資金調達に係る流動性リスクの管理

当組合では、資金繰りリスクについては、運用・調達につい

て月次の資金計画を作成し、安定的な流動性の確保に努めてい

ます。また、市場流動性リスクについては、投資判断を行う上

での重要な要素と位置付け、商品ごとに異なる流動性（換金性）

を把握したうえで、運用方針などの策定の際に検討を行ってい

ます。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価（時価に代わるものを含む）には、市場価格に

基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された

価額（これに準ずる価額を含む）が含まれています。当該価額の

算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（２）金融商品の時価に関する事項

① 金融商品の貸借対照表計上額及び時価等

当年度末における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、

次のとおりです。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものにつ

いては、次表には含めず③に記載しています。

（注） 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除

しています。

② 金融商品の時価の算定方法

【資産】
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（単位：千円）

貸借対照表計上額

外部出資 ２，５４７，１００
外部出資等損失引当金 ▲ １，９１２
外部出資等損失引当金控除後 ２，５４５，１８８

（単位：千円）

１年以内 １年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内 ５年超

預 金 ５４，８５６，１４６ － － － － －

有 価 証 券 ４７１，４４５ ９９０，７６１ ９５６，８７４ ４３４，９４６ ４３７，０７３ ６，９１７，５２２

その他有
価証券の
うち満期
があるも
の

４７１，４４５ ９９０，７６１ ９５６，８７４ ４３４，９４６ ４３７，０７３ ６，９１７，５２２

貸 出 金 ３，２２７，２９５ ２，３５７，７８２ １，９６５，６７０ １，７４８，８８０ １，５４２，０３４ １２，７３０，６７７

合 計 ５８，５５４，８８６ ３，３４８，５４３ ２，９２２，５４４ ２，１８３，８２６ １，９７９，１０７ １９，６４８，１９９

（単位：千円）

１年以内 １年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内 ５年超

貯 金 ６２，８１８，７５３ ８，１８７，４５９ ９，１３９，５２９ ７１５，３４９ ６０７，３２９ ２６４，７２０

合 計 ６２，８１８，７５３ ８，１８７，４５９ ９，１３９，５２９ ７１５，３４９ ６０７，３２９ ２６４，７２０

（単位：千円）
取得原価又
は償却原価

貸借対照表
計 上 額 差 額

貸借対照表
計上額が取
得原価又は
償却原価を
超えるもの

国 債 ３，８５０，１９９ ３，９６１，３７１ １１１，１７２

地 方 債 ３，５９８，２３３ ３，６９８，７７８ １００，５４５

政府保証債 １９９，３５１ ２０８，３６４ ９，０１３

金 融 債 １，４００，３４０ １，４２８，３４０ ２８，０００

社 債 ８００，０００ ８０９，２１０ ９，２１０

特殊法人債 ９９，８７８ １０２，５６１ ２，６８３

合 計 ９，９４８，００１ １０，２０８，６２４ ２６０，６２３

（単位：千円）
売却額 売却益 売却損

国 債 ２０４，５６８ ４，６３８ －

地 方 債 ４１２，１３０ １２，６４２ －

社 債 ６００，６７９ ７２１ －

特殊法人債 １９８，９６４ － ９９３

イ．預金

満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似している

ことから、当該帳簿価額によっています。満期のある預金につ

いては、期間に基づく区分ごとに、円 Libor・スワップレートで

割り引いた現在価値を時価に代わる金額として算定していま

す。

ロ．有価証券

債券は取引金融機関等から提示された価格によっています。

ハ．貸出金

貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を

反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていな

い限り、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額

によっています。

一方、固定金利によるものは、貸出金の種類及び期間に基づ

く区分ごとに、元利金の合計額を円 Libor・スワップレートで割

り引いた額から貸倒引当金を控除して時価に代わる金額として

算定しています。

また、延滞債権・期限の利益を喪失した債権等について、帳

簿価額から貸倒引当金を控除した額を時価に代わる金額として

います。

【負債】

イ．貯金

要求払貯金については、決算日に要求された場合の支払額（帳

簿価額）を時価とみなしています。また、定期性貯金について

は、期間に基づく区分ごとに、将来のキャッシュ・フローを円

Libor・スワップレートで割り引いた現在価値を時価に代わる金

額として算定しています。

③ 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次の

とおりであり、これらは①の金融商品の時価情報には含まれてい

ません。

（注） 外部出資のうち、市場価格のない株式については、時価を把

握することが極めて困難であると認められるため、時価開示の

対象とはしていません。

④ 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

（注１） 貸出金のうち、当座貸越７１４，６００千円については「１年以内」

に含めています。また、期限のない劣後特約付ローンについ

ては「５年超」に含めています。

（注２） 貸出金のうち延滞債権・期限の利益を喪失した債権等

１３２，７６５千円は含めていません。

⑤ 有利子負債の決算日後の返済予定額

（注１） 貯金のうち、要求払貯金については「１年以内」に含めて

開示しています。

（注２） 貯金のうち、定期積金４，８９８，７２７千円については含めていま

せん。

（追加情報）

当年度より「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第１０号 平

成２０年３月１０日改正）及び「金融商品の時価等の開示に関する適用

指針」（企業会計基準適用指針第１９号 平成２０年３月１０日）を適用し

ています。

４．有価証券に関する注記

（１）有価証券の時価及び評価差額に関する事項

有価証券の時価及び評価差額に関する事項は次のとおりです。

① その他有価証券

その他有価証券において、種類ごとの取得原価又は償却原価、

貸借対照表計上額及びこれらの差額については、次のとおりです。

（注） 上記評価差額から繰延税金負債８０，７９３千円を差し引いた額

１７９，８３０千円を、「その他有価証券評価差額金」として計上して

います。

（２）当年度中に売却したその他有価証券

当年度中に売却したその他有価証券は次のとおりです。

５．退職給付に関する注記

従業員の退職給付に充てるため、職員退職給与規程に基づき、退職

一時金制度に加え同規程に基づき退職給付の一部に充てるため、全共

連との契約に基づく確定拠出年金制度及び全国役職員共済会との契約

に基づく退職金共済制度を採用しています。

なお、退職給付に係る会計基準（「退職給付に係る会計基準の設定に

関する意見書」（平成１０年６月１６日 企業会計審議会））に基づく、当

期における退職給付の内容等は、次のとおりです。

（１）退職給付債務及びその内訳

① 退職給付債務の額 １，７９７，３６３千円

② 年金資産の額 １，０８２，５５０千円

─────────────────────────

③ 未認識数理計算上の差異 ２３２，１５４千円

─────────────────────────

④ 退職給付引当金の額 ４８２，６５９千円

（２）退職給付費用の内訳

① 勤務費用の額 ８０，５４７千円

② 利息費用の額 ３４，０２１千円

③ 期待運用収益の額 １４，２２５千円

④ 数理計算上の差異の費用処理額 ３６，９７１千円

─────────────────────────

⑤ 退職給付費用 １３７，３１４千円

（３）退職給付債務等の計算基礎

① 採用した割引率は１．３％で、年金資産にかかる期待運用収益率は

１．４６％としています。

② 退職給付見込額については、発生給付評価方式に基づき、勤務

年数による期間按分方式を採用しています。

③ 数理計算上の差異の処理年数は１０年とし、当該期間均等額をもっ

て処理しています。

（４）特例業務負担金の将来見込額

法定福利費（人件費）には、厚生年金保険制度及び農林漁業団体

職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法

等を廃止する等の法律附則第５７条の規定に基づき、旧農林共済組合

（存続組合）が行う特例年金給付等の業務に要する費用に充てるた
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（単位：千円）
当 期

貸倒引当金超過額 ４６，４２５

退職給付引当金超過額 １３９，８０６

賞与引当金超過額 ２２，７４０

減価償却超過額 ５９，５５９

土地評価損否認額 ２５，５８５

その他 ２２，６４４

繰延税金資産小計 ３１６，７５９

評価性引当額 ▲ １３６，８６５

繰延税金資産合計 １７９，８９４

全農統合に係る合併交付金 １０，７６１

その他有価証券評価差額金 ８０，７９４

繰延税金負債合計 ９１，５５５

繰延税金資産の純額 ８８，３３９

（単位：％）
当 期

法定実効税率 ３１．０

交際費損金不算入額 ９．３

受取配当益金不算入額 ▲ ２．８

貸倒引当金超過額対象除外 ▲ ０．５

減損損失対象除外 ▲ ６．２

住民税均等割 ２．３

税額控除 ▲ ０．８

税効果会計適用後の法人税等の負担率 ３２．３

め拠出した特例業務負担金２３，８９３千円を含めて計上しています。

なお、同組合より示された平成２２年３月現在における平成４４年３

月までの特例業務負担金の将来見込額は３９５，１２１千円となっています。

６．税効果会計に関する注記

（１）繰延税金資産及び繰延税金負債の内訳

（２）法定実効税率と法人税等負担率との差異の主な原因

７．その他の注記

当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客

からの融資実行の申し出を受けた受けた場合に、契約上規定された条

件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを

約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、

１，６３０，３０４千円であります。

８．キャッシュ・フロー計算書に関する注記

現金及び現金同等物の資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、貸借対照表上

の「現金」及び「預金」のうち、「現金」及び「預金」中の当座預金、

普通預金及び通知預金となっています。

（注）１．次期繰越剰余金には、教育、生活・文化改善の事業に充てるための繰越額８，５００
千円が含まれています。

２．任意積立金における目的積立金の積立目的及び積立目標額、取崩基準等は次のと
おりです。

５．剰余金処分計算書

項 目 平成２０年度 平成２１年度
１．当期未処分剰余金 ２２９，９６８ ２１８，３４４
２．剰 余 金 処 分 額 １６８，２０７ １６０，０１０
（１）利 益 準 備 金 － ４０，０００
（２）任 意 積 立 金 １４０，０００ ９２，００１

目的積立金 １４０，０００ ９２，００１
（３）出 資 配 当 金 ２８，２０７ ２８，００９

（年率） （１．０） （１．０）
３．次期繰越剰余金 ６１，７６１ ５８，３３３

種 類 積 立 目 的 積立目標額または積立基準 取崩基準

リスク管理積立金 貸出金等不良債権処理と有価証券運
用のリスク負担ならびに固定資産の
減損損失に対応し、これらに伴う損
失発生へのてん補に備える。

積立対象資産（貸出金、未収金等の
債権、有価証券等の債券、預け金、
固定資産）の帳簿価格の１０／１０００に
達する額

次の処理により当期欠損金を生じる
おそれがある場合。
１．不良債権の処理
２．有価証券の処分・評価損計上
３．預け金にかかる損失の計上
４．固定資産の減損損失等

（単位：千円、％）

―１９―



平成２１年度
（単位：千円）

※ ⑥⑩⑫⑮⑰は、各課に直課できない部分。

（注）１．共通管理費及び営農指導事業の他部門への配賦基準等
（１）共通管理費等

事業総利益６０％、要員数割４０％で配賦しています。
（２）営農指導事業

農業関連事業に全額を配賦しています。
２．配賦割合（１の配賦基準で算出した配賦の割合）

区 分 計 信用事業 共済事業 農業関連
事 業

生活その他
事 業

営農指導
事 業

共通管理費
等

事 業 収 益 ① ７，５５５，４４７ １，０７９，２５４ ９６９，３６８ ２，１５６，６７３ ３，３３６，７７７ １３，３７５
事 業 費 用 ② ４，９２４，０６７ ３４０，９３７ ７４，８５０ １，６６４，３０９ ２，８１６，８０８ ２７，１６３
事 業 総 利 益 ③
（①－②） ２，６３１，３７９ ７３８，３１７ ８９４，５１８ ４９２，３６４ ５１９，９６９ ▲１３，７８８

事 業 管 理 費 ④ ２，４５９，１３５ ６５４，３３７ ５３８，９５４ ６１５，９８７ ５８３，４１９ ６６，４３９
（うち減価償却費 ⑤－１） １６６，２８２ １４，５０９ １０，２５３ ９６，８１０ ４３，０２４ １，６８６
（うち人件費 ⑤－２） １，８１９，２６３ ４７２，３５２ ４５２，５５１ ４２０，５９８ ４１８，９６５ ５４，７９８
※うち共通管理費 ⑥ １５６，７１５ １５２，３７０ １２０，８４２ ９６，００１ － ▲５２５，９２８
（うち減価償却費 ⑦－１） ５，８９８ ５，２９４ ３，２４２ ２，７６４ － ▲１７，１９８
（うち人件費 ⑦－２） ８５，９１５ ８７，０５４ ８３，４３１ ６２，１７２ － ▲３１８，５７２
事 業 利 益 ⑧
（③－④） １７２，２４４ ８３，９８０ ３５５，５６４ ▲１２３，６２３ ▲６３，４５０ ▲８０，２２７

事 業 外 収 益 ⑨ ６１，０２９ １２，９７７ １６，０６９ １８，７４４ １２，７７４ ４６６
※うち共通分 ⑩ １２，９５５ １６，０４６ １６，２１７ ９，８３１ － ▲５５，０４９
事 業 外 費 用 ⑪ １３，８０１ ２，５４９ ３，３３９ ２，０８４ ５，７５２ ７７
※うち共通分 ⑫ ２，５４９ ２，５５６ １，９３６ １，７０９ － ▲８，７５０
経 常 利 益 ⑬
（⑧＋⑨－⑪） ２１９，４７２ ９４，４０８ ３６８，２９４ ▲１０６，９６３ ▲５６，４２８ ▲７９，８３８

特 別 利 益 ⑭ １４，０５５ ２，５０６ ２，３１１ １，６６８ ７，５７０ －
※うち共通分 ⑮ ２，０５８ ２，３１１ １，６６８ １，８４２ － ▲７，８７９
特 別 損 失 ⑯ ２７，３６８ ６，６７５ ７，５１４ ７，２９９ ５，８８０ －
※うち共通分 ⑰ ６，６７５ ７，５１４ ６，０９９ ５，８８０ － ▲２６，１６８
税 引 前 当 期 利 益 ⑱
（⑬＋⑭－⑯） ２０６，１６０ ９０，２３９ ３６３，０９１ ▲１１２，５９４ ▲５４，７３８ ▲７９，８３８

営農指導事業分配賦額 ⑲ － － ７９，８３８ － －
営農指導事業分配賦後
税 引 前 当 期 利 益 ⑳
（⑱－⑲）

２０６，１６０ ９０，２３９ ３６３，０９１ ▲１９２，４３２ ▲５４，７３８

（単位：％）

区 分 信用事業 共済事業 農業関連
事 業

生活その他
事 業

営農指導
事 業 計

共 通 管 理 費 等 ３１ ３０ ２１ １８ － １００

営 農 指 導 事 業 － － １００ － － １００

６．部門別損益計算書

―２０―



平成２０年度
（単位：千円）

※ ⑥⑩⑫⑮⑰は、各課に直課できない部分。

（注）１．共通管理費及び営農指導事業の他部門への配賦基準等
（１）共通管理費等

事業総利益６０％、要員数割４０％で配賦しています。
（２）営農指導事業

農業関連事業に全額を配賦しています。
２．配賦割合（１の配賦基準で算出した配賦の割合）

区 分 計 信用事業 共済事業 農業関連
事 業

生活その他
事 業

営農指導
事 業

共通管理費
等

事 業 収 益 ① ８，０５７，０９１ １，１４０，７０２ ９８９，０７７ ２，２０９，２８２ ３，７０７，０４４ １１，３００
事 業 費 用 ② ５，３７２，２９８ ３８６，１４２ ６７，２８３ １，７１９，０２７ ３，１７１，０２０ ２９，１４２
事 業 総 利 益 ③
（①－②） ２，６８４，７９１ ７５４，５６０ ９２１，７９４ ４９０，２５５ ５３６，０２４ ▲１７，８４２

事 業 管 理 費 ④ ２，５２７，０１０ ６８６，２１９ ５４２，２５０ ６２３，６１６ ６０５，６９１ ６９，２３４
（うち減価償却費 ⑤－１） １５，８８３ １０，９０８ １０６，６０１ ６３，７４０ ２，２１４
（うち人件費 ⑤－２） １，８１７，５６３ ４９３，０１４ ４４８，４６５ ４１１，１９３ ４０８，２８６ ５６，６０５
※うち共通管理費 ⑥ １５４，９３３ １４８，５４９ １０７，９２４ ８６，３８２ － ▲４９７，７８８
（うち減価償却費 ⑦－１） ６，０５５ ５，４０５ ３，０６８ ２，５１７ － ▲１７，０４５
（うち人件費 ⑦－２） ７４，５９８ ７７，２０９ ６９，８３９ ４９，７８５ － ▲２７１，４３１
事 業 利 益 ⑧
（③－④） １５７，７８０ ６８，３４１ ３７９，５４４ ▲１３３，３６１ ▲６９，６６７ ▲８７，０７７

事 業 外 収 益 ⑨ ６５，９５４ １４，２０１ １６，８９４ ２２，１８２ １２，３６７ ４９４ ▲１８４
※うち共通分 ⑩ １４，１９９ １６，８７１ １６，２４１ １０，６１５ － ▲５７，９２６
事 業 外 費 用 ⑪ １３，０６３ ２，４１１ ２，３２９ ２，７４５ ５，６８０ ６２ ▲１６４
※うち共通分 ⑫ ２，３５５ ２，３２５ １，４５３ １，４３９ － ▲７，５７２
経 常 利 益 ⑬
（⑧＋⑨－⑪） ２１０，６７０ ８０，１３１ ３９４，１０９ ▲１１３，９２４ ▲６２，９８０ ▲８６，６４７ ▲１９

特 別 利 益 ⑭ ５０，６０８ １７，２２９ １４，０８４ ７，５２４ １１，７５２ － １９
※うち共通分 ⑮ １１，１１７ １４，０６６ ７，３４３ ９，８７２ － ▲４２，３９８
特 別 損 失 ⑯ １８８，２８９ ５０，１１６ ４８，８５３ ４６，８７３ ４２，４４７ －
※うち共通分 ⑰ ５０，１１６ ４８，８５３ ４６，６２３ ４２，４４７ － ▲１８８，０３９
税 引 前 当 期 利 益 ⑱
（⑬＋⑭－⑯） ７２，９８９ ４７，２４４ ３５９，３４０ ▲１５３，２７３ ▲９３，６７５ ▲８６，６４７

営農指導事業分配賦額 ⑲ － － ８６，６４７ － －
営農指導事業分配賦後
税 引 前 当 期 利 益 ⑳
（⑱－⑲）

７２，９８９ ４７，２４４ ３５９，３４０ ▲２３９，９２０ ▲９３，６７５

（単位：％）

区 分 信用事業 共済事業 農業関連
事 業

生活その他
事 業

営農指導
事 業 計

共 通 管 理 費 等 ３１ ３０ ２２ １７ － １００

営 農 指 導 事 業 － － １００ － － １００

―２１―



確認書

１．私は、当 JAの平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日までの事業年度にかかるディスクロージャー
誌に記載した内容のうち、財務諸表作成に関するすべての重要な点において、農業協同組合法施行規
則に基づき適正に表示されていることを確認いたしました。

２．この確認を行うに当たり、財務諸表が適正に作成される以下の体制が整備され、有効に機能してい
ることを確認しております。
（１）業務分掌と所管部署が明確化され、各部署が適切に業務を遂行する体制が整備されております。
（２）業務の実施部署から独立した内部監査部門が内部管理体制の適切性・有効性を検証しており、重
要な事項については理事会等に適切に報告されております。

（３）重要な経営情報については、理事会等へ適切に付議・報告されております。

平成２２年７月１日
能登わかば農業協同組合

代表理事組合長 ◯印

Ⅱ 損益の状況
１．最近の５事業年度の主要な経営指標

（単位：千円、口、人、％）

種 類 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度
経 常 収 益 ８，６４４，０１８ ８，４５４，７８１ ８，５７１，６５９ ８，０５７，４０５ ７，５５５，４４７
信 用 事 業 収 益 ８５７，５２４ ９２４，７５９ １，１０１，３１８ １，１４０，７０２ １，０７９，２５４
共 済 事 業 収 益 １，０５４，３７１ １，０２２，４４８ ９８５，２６５ ９８９，０７７ ９６９，３６８
農業関連事業収益 ２，１２０，４７９ ２，２３６，３６０ ２，３５３，９７４ ２，２０９，２８２ ２，１５６，６７３
その他事業収益 ４，６１１，６４４ ４，２７１，２１３ ４，１３１，１０２ ３，７１８，３４２ ３，３５０，１５２

経 常 利 益 ２９１，５０４ ２２８，７４８ ２３２，７４０ ２１０，６７０ ２１９，４７２
当 期 剰 余 金 １２２，６７５ ４２，７６０ １６４，７７２ ▲ １２，５３４ １３９，６７１
出 資 金 ２，９０１，６３０ ２，８９３，９４０ ２，８８８，８００ ２，８７５，４６０ ２，８４０，１８０
（出 資 口 数） ２９０，１６３ ２８９，３９４ ２８８，８８０ ２８７，５４６ ２８０，８５５
純 資 産 額 ５，９８６，７６７ ６，００５，５９２ ６，２８０，４９１ ６，２０９，５９０ ６，３７９，９５５
総 資 産 額 ９１，４２５，３３０ ９２，９８１，０４５ ９５，８２３，１６５ ９５，３９３，６１４ ９６，１９３，７３９
貯 金 残 高 ８１，５０３，１７４ ８２，８９７，１１１ ８５，９７３，１０６ ８５，８８８，２０１ ８６，６３１，８６９
貸 付 金 残 高 １７，８５３，０３４ ２０，６５８，７９７ ２２，１４４，６６２ ２１，９８５，４４０ ２３，７０５，１０５
有 価 証 券 残 高 ９，０２５，７９３ ９，２７４，９３４ ９，２６１，９３８ ９，７６３，８８４ １０，２０８，６２４
剰 余 金 配 当 金 額 ５０，１８４ ２８，０４２ ４２，３１４ ２８，２０７ ２８，００９
出 資 配 当 金 ２８，８４９ ２８，０４２ ４２，３１４ ２８，２０７ ２８，００９
特 別 配 当 金 ２１，３３５ ０ ０ ０ ０

職 員 数 ３５０ ３４６ ３４６ ３４２ ３２７
単体自己資本比率 １７．９０ １７．６０ １９．２０ １９．９４ ２０．４３

７．財務諸表の正確性等にかかる確認

―２２―



２．利益総括表
（単位：千円、％）

３．資金運用収支の内訳
（単位：千円、％）

４．受取・支払利息の増減額
（単位：千円）

項 目
平 成 ２０ 年 度 平 成 ２１ 年 度

平均残高 利 息 利 回 平均残高 利 息 利 回
資 金 運 用 勘 定 ８９，００７，７４５ １，０５５，６９５ １．１９ ８９，８４８，５９６ １，０１７，１１６ １．１３
預 金 ５８，０４８，４８８ ５０９，９４２ ０．８８ ５７，３９５，１８４ ４５２，９１９ ０．７９
有 価 証 券 ９，４１９，０９７ １３０，２６８ １．３８ ９，７４０，５８１ １４２，４７８ １．４６
貸 出 金 ２１，５４０，１５９ ４１５，４８５ １．９３ ２２，７１２，８３０ ４２１，７１８ １．８６

資 金 調 達 勘 定 ８８，１４７，５３３ ２８９，０５０ ０．３３ ８８，７５２，０７３ ２５２，３３８ ０．２８
貯金・定期積金 ８７，７２１，８４８ ２８５，６０３ ０．３３ ８８，３５４，２０９ ２４９，１７３ ０．２８
借 入 金 ４２５，６８５ ３，４４８ ０．８１ ３９７，８６３ ３，１６５ ０．８０

総 資 金 利 ざ や ０．８６ ０．８５

項 目 平成２０年度増減額 平成２１年度増減額
受 取 利 息 ３９，４１４ ▲ ３８，５７７
預 金 利 息 ２９１，６７２ ▲ ６８，９１４
有 価 証 券 利 息 １１，２７３ １２，２１１
貸 出 金 利 息 ▲ ４，０８８ ６，２３４
そ の 他 受 入 利 息 ▲ ２５９，４４３ １１，８９２

支 払 利 息 ３５，７５６ ▲ ３７，３５６
貯 金 利 息 ３７，８３１ ▲ ３８，４９４
給付補てん備金繰入 ３，２６０ ２，０６５
譲 渡 性 貯 金 利 息 ０ ０
借 入 金 利 息 ▲ ５，５４３ ▲ ２８３
そ の 他 支 払 利 息 ２０８ ▲ ６４４

差 し 引 き ３，６５８ ▲ １，２２１

（注） 総資金利ざや＝資金運用利回り－資金調達原価（資金調達利回り＋経費率）

項 目 平成２０年度 平成２１年度 増 減
資 金 運 用 収 益 １，０５５，６９５ １，０１７，１１６ ▲ ３８，５７９
役 務 取 引 等 収 益 ３３，１１６ ３１，０６３ ▲ ２，０５３
その他信用事業収益 ５１，８９１ ３１，０７４ ▲ ２０，８１７
合 計 １，１４０，７０２ １，０７９，２５４ ▲ ６１，４４８

資 金 調 達 費 用 ２９１，０１６ ２５３，６５９ ▲ ３７，３５７
役 務 取 引 等 費 用 ５，５２９ ５，６０１ ７２
その他信用事業費用 ８９，５９６ ８１，６７６ ▲ ７，９２０
合 計 ３８６，１４１ ３４０，９３７ ▲ ４５，２０４

信 用 事 業 粗 利 益 ７５４，５６０ ７３８，３１７ ▲ １６，２４３
信用事業粗利益率 ０．８５ ０．８３ ▲ ０．０２
事 業 粗 利 益 ２，６８４，７９１ ２，６３１，３７９ ▲ ５３，４１２
事 業 粗 利 益 率 ２．８１ ２．７２ ▲ ０．０９

（注）１．信用事業粗利益率＝信用事業総利益／信用事業資産（債務保証見返、貸倒引当金を除く）平均残高×１００
２．事業粗利益率＝事業総利益／総資産（債務保証見返、貸倒引当金を除く）平均残高×１００

（注） 増減額は前年度対比です。

―２３―



Ⅲ 事業の概況
１．信 用 事 業
（１）貯 金

① 種類別貯金平均残高
（単位：百万円）

② 定期貯金残高
（単位：百万円）

（２）貸 出 金
① 種類別貸出金平均残高

（単位：百万円）

② 貸出金金利条件別内訳残高
（単位：百万円）

種 類 平成２０年度 平成２１年度 増 減
手 形 貸 付 金 ２６ ２２ ▲ ４
証 書 貸 付 金 ２０，７８９ ２１，９５０ １，１６１
当 座 貸 越 ７２５ ７１７ ▲ ８
金 融 機 関 貸 付 ０ ２４ ２４
合 計 ２１，５４０ ２２，７１３ １，１７３

割 引 手 形 ０ ０ ０

種 類 平成２０年度 平成２１年度 増 減
当 座 性 貯 金 ２２，０５９ ２１，８９４ ▲ １６５
当 座 貯 金 ６８ １１ ▲ ５７
普 通 貯 金 ２１，８４０ ２１，７４７ ▲ ９３
貯 蓄 貯 金 １１９ １１１ ▲ ８
通 知 貯 金 ０ ０ ０
別 段 貯 金 ２６ ２１ ▲ ５
そ の 他 の 貯 金 ５ ４ ▲ １

定 期 性 貯 金 ６５，６６３ ６６，４６１ ７９８
定 期 貯 金 ６０，１３４ ６１，０９９ ９６５
財 形 貯 蓄 ２４８ ２４４ ▲ ４
積 立 定 期 貯 金 ２８２ ２６９ ▲ １３
定 期 積 金 ４，９３５ ４，７８７ ▲ １４８
そ の 他 の 貯 金 ６５ ６３ ▲ ２

譲 渡 性 貯 金 ０ ０ ０
合 計 ８７，７２２ ８８，３５４ ６３２

種 類 平成２０年度 平成２１年度 増 減
定 期 貯 金 ５９，２２７ ６０，４８１ １，２５４
うち固定金利定期 ５９，２２６ ６０，４８０ １，２５４
うち変動金利定期 １ １ ０

種 類 平成２０年度 平成２１年度 増 減
固 定 金 利 貸 出 １７，７６９ １８，６０９ ８４０
変 動 金 利 貸 出 ４，２１６ ５，０９４ ８７８
合 計 ２１，９８５ ２３，７０５ １，７２０
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③ 貸出金担保別内訳残高
（単位：百万円）

④ 債務保証見返額担保別内訳残高
（単位：百万円）

⑤ 貸出金使途別内訳残高
（単位：百万円）

種 類 平成２０年度 平成２１年度 増 減
設 備 資 金 ８，９８９ ８，８３７ ▲ １５２
運 転 資 金 １２，９９６ １４，８６８ １，８７２
合 計 ２１，９８５ ２３，７０５ １，７２０

種 類 平成２０年度 平成２１年度 増 減
貯 金 等 ０ ０ ０
有 価 証 券 ０ ０ ０
動 産 ０ ０ ０
不 動 産 ０ ０ ０
そ の 他 担 保 ０ ０ ０

計 ０ ０ ０
信 用 ０ ０ ０
合 計 ０ ０ ０

種 類 平成２０年度 平成２１年度 増 減

担

保

貯 金 ６７６ ６２６ ▲ ５０
有 価 証 券 ０ ０ ０
動 産 ０ ０ ０
不 動 産 ６，２１７ ６，１５４ ▲ ６３
そ の 他 担 保 ２，９４３ ２，８６７ ▲ ７６

計 ９，８３６ ９，６４７ ▲ １８９

保
証

農業信用基金協会保証 ２，８８４ ３，１７２ ２８８
そ の 他 保 証 ２１７ ２２８ １１

計 ３，１０１ ３，４００ ２９９
信 用 ９，０４８ １０，６５８ １，６１０
合 計 ２１，９８５ ２３，７０５ １，７２０

（注） 運転資金には、「農業運転」、「事業運転」、「生活関連（自動車ローンを除く）」が該当します。
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⑥ 貸出金業種別残高
（単位：百万円、％）

⑦ 主要な農業関係の貸出金残高
１）営農類型別

（単位：百万円）

種 類 平成２０年度 構 成 比 平成２１年度 構 成 比 増 減
農 業 ６６２ ３．０ ９５５ ４．０ ２９３
林 業 １３ ０．１ １１ ０．０ ▲ ２
水 産 業 ２８２ １．３ ２９５ １．２ １３
製 造 業 ９０３ ４．１ ９４２ ４．０ ３９
鉱 業 １ ０．０ １ ０．０ ０
建 設 業 ９０７ ４．１ ９００ ３．８ ▲ ７
不 動 産 業 １２８ ０．６ １２１ ０．５ ▲ ７
電気・ガス・熱供給・水道業 １８４ ０．８ １９１ ０．８ ７
運 輸 ・ 通 信 業 ４１１ １．９ ３９１ １．６ ▲ ２０
卸売・小売・飲食業 ５７０ ２．６ ５１２ ２．２ ▲ ５８
サ ー ビ ス 業 ２，３７６ １０．８ ２，５５０ １０．８ １７４
金 融 ・ 保 険 業 ７１ ０．３ １，３１５ ５．５ １，２４４
地 方 公 共 団 体 ９，０５８ ４１．２ １０，１１２ ４２．７ １，０５４
そ の 他 ６，４１９ ２９．２ ５，４０３ ２２．８ ▲ １，０１６
合 計 ２１，９８５ １００．０ ２３，７０５ １００．０ １，７２０

種 類 平 成 ２０ 年 度 平 成 ２１ 年 度 増 減
農 業 － １，２１３ －
穀 作 － １２９ －
野 菜 ・ 園 芸 － ９０ －
果 樹 ・ 樹 園 農 業 － ０ －
工 芸 作 物 － ０ －
養豚・肉牛・酪農 － ８３ －
養 鶏 ・ 養 卵 － １ －
養 蚕 － ０ －
そ の 他 農 業 － ９０８ －
農 業 関 連 団 体 等 － ０ －
合 計 － １，２１３ －

（注）１．農業関係の貸出金とは、農業者、農業法人及び農業関連団体等に対する農業生産・農業経営に必要な資金や、農産物の生産・
加工・流通に関係する事業に必要な資金等が該当します。
なお、上記⑥の貸出金の業種別残高の「農業」は、農業者や農業法人等に対する貸出金の残高です。

２．「その他農業」には、複合経営で主たる業種が明確に位置づけられない者、農業サービス業、農業所得が従となる農業者等が含
まれています。

３．「農業関連団体等」には、JAや全農とその子会社等が含まれています。
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２）資金種類別
〔貸出金〕

（単位：百万円）

〔受託貸付金〕
（単位：百万円）

⑧ リスク管理債権額
（単位：百万円）

⑨ 金融再生法開示債権額
（単位：百万円）

⑩ 金融再生法開示債権の保全状況
（単位：百万円、％）

項 目 平成２０年度 平成２１年度 増 減
破 綻 先 債 権 額 ２ １ ▲ １
延 滞 債 権 額 ３８７ ３４８ ▲ ３９
３ カ 月 以 上 延 滞 債 権 額 ６１ １８ ▲ ４３
貸 出 条 件 緩 和 債 権 額 ０ ０ ０
リ ス ク 管 理 債 権 合 計 額 ４５０ ３６８ ▲ ８２

項 目 平成２０年度 平成２１年度 増 減
破産更生債権及びこれらに準ずる債権 １９５ １７７ ▲ １８
危 険 債 権 １９４ １７３ ▲ ２１
要 管 理 債 権 ６１ １８ ▲ ４３
小計（金融再生法開示債権合計額） （Ａ） ４５０ ３６８ ▲ ８２
正 常 債 権 ２１，５８０ ２３，３６７ １，７８７
債 権 額 合 計 ２２，０３０ ２３，７３６ １，７０６

項 目 平成２０年度 平成２１年度 増 減
保 全 額 （Ｂ） ４５０ ３６８ ▲ ８２
貸 倒 引 当 金 １３７ １３７ ０
担 保 ・ 保 証 等 に よ る 保 全 額 ３１３ ２３１ ▲ ８２

保 全 率 （Ｂ）／（Ａ） １００ １００ ０

種 類 平 成 ２０ 年 度 平 成 ２１ 年 度 増 減
プ ロ パ ー 資 金 － ６９５ －
農 業 制 度 資 金 － ５１８ －
うち農業近代化資金 － １２１ －
うちその他制度資金 － ３９７ －
合 計 － １，２１３ －

（注）１．プロパー資金とは、当組合原資の資金を融資しているもののうち、制度資金以外のものをいいます。
２．農業制度資金には、①地方公共団体が直接的または間接的に融資するもの、②地方公共団体が利子補給等を行うことで JAが低
利で融資するもの、③日本政策金融公庫が直接融資するものがあり、ここでは①の転貸資金と②を対象としています。

３．その他制度資金には、農業経営改善促進資金（スーパーＳ資金）や農業経営負担軽減支援資金などが該当します。

種 類 平 成 ２０ 年 度 平 成 ２１ 年 度 増 減
日本政策金融公庫資金 － ３９０ －
そ の 他 － １２８ －
合 計 － ５１８ －
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○ 不良債権に関わるディスクロージャーとして、農業協同組合法に基づくもの（リスク管理債権）と金融
機能の再生のための緊急措置に関する法律（以下、「金融再生法」という。）に基づくもの（金融再生法開
示債権）があり、自己査定に基づいて決定された債務者区分に従って開示区分が決定されます。

○ 自己査定と金融再生法開示債権、リスク管理債権との関係 （単位：百万円）

自己査定債務者区分 金融再生法開示債権 リ ス ク 管 理 債 権

（総与信ベース） （信用事業与信額べース、
要管理債権は貸出金元金） （貸出金元金ベース）

破 綻 先
破産更生債権及び
これらに準ずる債権

（ア） １７７

破 綻 先 債 権（Ａ） １

（注３）

実 質 破 綻 先

延 滞 債 権（Ｂ） ３４８
（注１）

破 綻 懸 念 先
危 険 債 権（イ） １７３

（注１） （注３）

要注意先

要管理先
要 管 理 債 権（ウ） １８

３カ月以上延滞債権（Ｃ） １８

貸出条件緩和債権（Ｄ） ０

（注２）

その他の
要注意先

正 常 債 権（エ） ２３，３６７

（注１） 経済未収金等信用事業以外の債権に
よる差額

（注２）（Ｃ）又は（Ｄ）以外の他の貸出金及び
貸出金以外の債権による差額

（注３） 総与信と貸出金元金の差額
正 常 先

（注１）

合 計（ア）＋（イ）＋（ウ）＋（エ） ２３，７３６

開示債権合計額（ア）＋（イ）＋（ウ） ３６８ リスク管理債権計（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）＋（Ｄ） ３６８

（正常債権２３，３６７百万円を除く）

○ 金融再生法開示債権の用語説明

破産更生債権及びこれらに準ずる債権

破産などの事由により経営破綻に陥っている先に対
する債権やこれらに準ずる債権

危 険 債 権

経営破綻の状態には至っていないが、財政状態や経
営成績が悪化して、契約に従った債権の元本の回収
及び利息の受取りができない可能性の高い債権

要 管 理 債 権

３カ月以上延滞債権と貸出条件緩和債権で、「破産
更生債権及びこれらに準ずる債権」「危険債権」に
該当しないもの

正 常 債 権

財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、
「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」「危険債
権」「要管理債権」以外のものに区分される債権

○ リスク管理債権の用語説明

破 綻 先 債 権

未収利息を計上していない貸出金のうち、破産法な
どの法的手続きが取られている先や手形交換所で取
引停止処分などを受けた先に対する貸出金

延 滞 債 権

未収利息を計上していない貸出金であって、破綻先
債権及びお取引先の経営再建や支援を図るために利
息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金

３カ月以上延滞債権

元本や利息の支払いが約定支払日の翌日から３カ月
以上遅延している貸出金で、「破綻先債権」「延滞債
権」に該当しないもの

貸出条件緩和債権

お取引先の経営再建や支援のために、金利の減免、
元本の支払猶予、債権放棄など、お取引先に有利な
取り決めを行った貸出金で、「破綻先債権」「延滞債
権」「３カ月以上延滞債権」に該当しないもの
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⑪ 貸倒引当金内訳
（単位：千円）

⑫ 貸出金償却額
（単位：千円）

（３）内国為替取扱実績
（単位：件、千円）

種 目
平 成 ２０ 年 度

期 首 残 高 期中増加額
期 中 減 少 額

期 末 残 高
目 的 使 用 そ の 他

一 般 貸 倒 引 当 金 ７３，８２８ ７３，５５６ ７３，８２８ ７３，５５６
個 別 貸 倒 引 当 金 １４３，０７９ １３７，３１７ ０ １４３，０７９ １３７，３１７
合 計 ２１６，９０７ ２１０，８７３ ０ ２１６，９０７ ２１０，８７３

種 目
平 成 ２１ 年 度

期 首 残 高 期中増加額
期 中 減 少 額

期 末 残 高
目 的 使 用 そ の 他

一 般 貸 倒 引 当 金 ７３，５５６ ７９，９２６ ７３，５５６ ７９，９２６
個 別 貸 倒 引 当 金 １３７，３１７ １３７，２４３ ２３１ １３７，０８６ １３７，２４３
合 計 ２１０，８７３ ２３２，８５６ ２３１ ２１０，６４２ ２１７，１６９

項 目 平成２０年度 平成２１年度
貸 出 金 償 却 額 ０ ２３１

種 類
平 成 ２０ 年 度

仕 向 被 仕 向
件 数 金 額 件 数 金 額

送 金 ・ 振 込 為 替 １５，２００ ９，７９７，９４３ １１４，５５６ ２０，１５２，３５１
代 金 取 立 為 替 １ ９３ ７１ ７，９７４
雑 為 替 ２２，３１６ １２，８０６，９１０ １２０，５４５ ２０，５９２，４４７
合 計 ３７，５１７ ２２，６０４，９４６ ２３５，１７２ ４０，７５２，７７２

種 類
平 成 ２１ 年 度

仕 向 被 仕 向
件 数 金 額 件 数 金 額

送 金 ・ 振 込 為 替 １５，１９８ １０，１２６，３２４ １２０，４３７ ２１，８３６，２３７
代 金 取 立 為 替 ０ ０ ２８ １，０２１
雑 為 替 ２０３，４１９ ２，６５４，４２８ １，６９１ ４１９，２４３
合 計 ２１８，６１７ １２，７８０，７５２ １２２，１５６ ２２，２５６，５０２
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（４）有 価 証 券
① 保有有価証券平均残高

（単位：千円）

② 保有有価証券残存期間別残高
（単位：千円）

種 類 平成２０年度 平成２１年度 増 減
国 債 ３，１０７，３９４ ３，１９６，５５５ ８９，１６１
地 方 債 ２，８１３，９２６ ３，５０４，２５０ ６９０，３２４
政 府 保 証 債 １９９，３０５ １９９，２７９ ▲ ２６
金 融 債 １，１４４，９２３ １，３３２，７８０ １８７，８５７
社 債 ２，１５３，５４８ １，５０７，７１５ ▲ ６４５，８３３
株 式 ０ ０ ０
受 益 証 券 ０ ０ ０
貸 付 有 価 証 券 ０ ０ ０
合 計 ９，４１９，０９７ ９，７４０，５８１ ３２１，４８４

商 品 国 債 ０ ０ ０

種 類
平 成 ２０ 年 度

１年以下 １年超
３年以下

３年超
５年以下

５年超
７年以下

７年超
１０年以下 １０ 年 超 期間の定め

のないもの 合 計

国 債 ７９，２１８ ５５１，７８２ ６５，３１７ ３５７，３８４ １，８６７，３３８ ０ ０ ２，９２１，０４０
地 方 債 ０ ４０７，３４６ ０ ８０８，８２０ ２，２２９，３４８ ０ ０ ３，４４５，５１４
政府保証債 ０ ０ ０ ０ ２０５，４２４ ０ ０ ２０５，４２４
金 融 債 ０ ５０５，６１３ ８０２，３９４ ０ ０ ０ ０ １，３０８，００７
社 債 ３０３，２７０ １９９，５２２ １，０８２，２４２ ０ ０ ０ ０ １，５８５，０３４
特殊法人債 ０ ０ ２９８，８６５ ０ ０ ０ ０ ２９８，８６５
株 式 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
受 益 証 券 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
貸付有価証券 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
合 計 ３８２，４８８ １，６６４，２６３ ２，２４８，８１８ １，１６６，２０４ ４，３０２，１１０ ０ ０ ９，７６３，８８４

種 類
平 成 ２１ 年 度

１年以下 １年超
３年以下

３年超
５年以下

５年超
７年以下

７年超
１０年以下 １０ 年 超 期間の定め

のないもの 合 計

国 債 ２７０，７８５ １０９，３７２ ３６６，７８０ ８６７，３１４ ２，３４７，４１８ ０ ０ ３，９６１，３７１
地 方 債 ０ ４０８，１００ ０ ７３２，１３０ ２，５５８，５４８ ０ ０ ３，６９８，７７８
政府保証債 ０ ０ ０ ０ ２０８，３６４ ０ ０ ２０８，３６４
金 融 債 ０ １，１２３，００１ ３０５，３３９ ０ ０ ０ ０ １，４２８，３４０
社 債 ２００，９６０ ２０４，６０２ １９９，９００ ０ ２０３，７４８ ０ ０ ８０９，２１０
特殊法人債 ０ １０２，５６１ ０ ０ ０ ０ ０ １０２，５６１
株 式 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
受 益 証 券 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
貸付有価証券 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
合 計 ４７１，７４５ １，９４７，６３６ ８７２，０１９ １，５９９，４４４ ５，３１８，０７８ ０ ０ １０，２０８，６２４

―３０―



③ 有価証券の評価損益
（単位：千円）

④ 金銭の信託の評価損益
（単位：千円）

２．共済取扱実績
（１）長期共済新契約高・保有契約高

（単位：万円）

（２）短期共済新契約高
（単位：千円）

種 類 平成２０年度 平成２１年度
火 災 共 済 ３８，０７８ ３８，３３０
傷 害 共 済 ２，４８５ ２，３６２
自 動 車 共 済 ５１５，７１０ ５１０，６２９
自 賠 責 共 済 ７４，９９９ ７２，２９１
定 額 定 期 生 命 ０ ０
団 体 定 期 生 命 ０ ０
個 人 賠 責 １４７ １５５
合 計 ６３１，４１９ ６２３，７７０

種 類
平 成 ２０ 年 度 平 成 ２１ 年 度

新 契 約 高 保有契約高 新 契 約 高 保有契約高
終 身 共 済 ２，８３５，０９８ ２４，２９２，９２８ ２，７８８，０１７ ２３，５０４，０４２
定 期 生 命 共 済 ３８，２００ ４３９，３３１ ３６，７８０ ４１５，４９９
養 老 生 命 共 済 ４７３，３９１ ６，６５７，９２３ ３３０，６１４ ５，９６０，４８３
こ ど も 共 済 １５０，９５０ １，６３６，５８０ １２９，４３０ １，７００，１１１
建 物 更 生 共 済 ２，５１９，８９２ ２３，６２８，２１５ ２，３１５，４４０ ２３，２４５，１８８
が ん 共 済 ２０，６５０ １２７，０５０ ２０，８００ １４１，９５０
医 療 共 済 ９３，８０５ ２６６，０００ １８６，７００ ４３２，８８５
定 期 医 療 共 済 ４５，１１０ １４５，７００ ３０，４３０ １６３，４１０
合 計 ６，１７７，０９６ ５７，１９３，７２７ ５，８３８，２１１ ５５，５６３，５６９

年 金 共 済 ３５，７５７ ３８６，１３３ ３７，８９７ ３９２，７６５

（注） 金額は、保障金額（年金共済は年金額）を表示しています。

（注） 金額は受入共済掛金を表示しています。

（注） 本表記載の金銭の信託の時価は期末日における市場価格等に基づく時価により計上したものです。

保 有 区 分
平 成 ２０ 年 度 平 成 ２１ 年 度

取 得 価 額
（償却原価） 時 価 額 評 価 損 益 取 得 価 額

（償却原価） 時 価 額 評 価 損 益

売 買 目 的 ０ ０ ０ ０ ０ ０
満期保有目的 ０ ０ ０ ０ ０ ０
そ の 他 ９，６２５，９２８ ９，７６３，８８４ １３７，９５７ ９，９４８，００１ １０，２０８，６２４ ２６０，６２３
合 計 ９，６２５，９２８ ９，７６３，８８４ １３７，９５７ ９，９４８，００１ １０，２０８，６２４ ２６０，６２３

（注）１．取得価額には、償却原価法に基づいて算定された価額も含まれています。
２．本表記載の有価証券の時価は期末日における市場価格等に基づく時価により計上したものです。
３．売買目的有価証券については、時価を貸借対照表価額としており、評価損益については当期の損益に含まれています。
４．満期保有目的有価証券については、取得価額が貸借対照表価額として計上されています。
５．その他有価証券については、時価を貸借対照表価額としています。

平 成 ２０ 年 度 平 成 ２１ 年 度
取 得 価 額
（償却原価） 時 価 額 評 価 損 益 取 得 価 額

（償却原価） 時 価 額 評 価 損 益

金銭の信託 ０ ０ ０ ０ ０ ０

―３１―



３．その他事業の実績
（１）購買品取扱高

（単位：千円）

（２）受託販売品取扱高
（単位：千円）

（３）農業倉庫事業の収支内訳
（単位：千円）

（４）加工事業取扱実績
（単位：千円）

（５）利用事業取扱実績
（単位：千円）

種 類
平 成 ２０ 年 度 平 成 ２１ 年 度

取扱数量・件数 期末実績額 取扱数量・件数 期末実績額
ラ イ ス セ ン タ ー ２，９９０ｔ １６，５２８ ２，９２３ｔ １７，３５０
育 苗 セ ン タ ー ２４８，９４９枚 ５５，５７８ ２５１，９１２枚 ５４，４６８
葬 祭 １８３件 ７３，１８２ ２０４件 ８３，８１８
そ の 他 ４，６２７ １１，４７１
合 計 １４９，９１５ １６７，１０７

項 目 平成２０年度 平成２１年度

収
益

中 島 菜 ９，７２８ ７，８７０
堆 肥 １７５ ８４
そ の 他 １８ １

費
用

中 島 菜 ８，６９８ ６，８２０
堆 肥 ３９０ ６２
そ の 他 ６４ ３３

差 引 ７６９ １，０４０

項 目 平成２０年度 平成２１年度

収
益

保 管 料 ４５，４９８ ５５，４２８
検 査 手 数 料 １４，５０１ ７，１８８
その他の収益 １５，４５５ １１，６８８

費
用

倉 庫 労 務 費 ５，３００ ５，５５８
その他の費用 １８，４６４ １８，７５０

差 引 ５１，６８９ ４９，９９６

項 目
平 成 ２０ 年 度 平 成 ２１ 年 度

供 給 高 手 数 料 供 給 高 手 数 料
生 産 資 材 ３，９０２，５４３ ４４４，９５６ ３，５５０，０５１ ４０２，０５６
生 活 物 資 １，１２４，６９７ ２５４，７３６ １，０４２，０１２ ２５３，９９０
合 計 ５，０２７，２４０ ６９９，６９２ ４，５９２，０６４ ６５６，０４８

項 目
平 成 ２０ 年 度 平 成 ２１ 年 度

販 売 高 手 数 料 販 売 高 手 数 料
米 １，９５９，０３２ １０２，９３２ １，８１４，８８９ １１４，０７３

米 以 外 の 農 産 物 ２３３，７９５ １７，４４５ ２２５，８５８ １８，２２０
畜 産 物 ４５７，９１１ ６４ ４４４，３２４ ２７
合 計 ２，６５０，７３８ １２０，４４０ ２，４８５，０７１ １３２，３２１

―３２―



（６）指導事業の収支内訳
（単位：千円）

Ⅳ 経営諸指標
１．利 益 率

（単位：％）

２．貯貸率・貯証率
（単位：％）

Ⅴ 自己資本の充実の状況
１．自己資本の状況

◇自己資本比率の状況
当 JAでは、多様化するリスクに対応するとともに、組合員や利用者のニーズに応えるため、財務

基盤の強化を経営の重要課題として取り組んでいます。内部留保に努めるとともに、不良債権処理及び
業務の効率化等に取り組んだ結果、平成２２年３月末における自己資本比率は、２０．４３％となりました。

◇経営の健全性の確保と自己資本の充実
当 JAの自己資本は、組合員の普通出資によっています。
○ 普通出資による資本調達額 ２，８４０百万円（前年度２，８７５百万円）

当 JAは、「自己資本比率算出要領」を制定し、適正なプロセスにより正確な自己資本比率を算出
して、当 JAが抱える信用リスクやオペレーショナル・リスクの管理及びこれらのリスクに対応した
十分な自己資本の維持を図るとともに、内部留保の積み増しにより自己資本の充実に努めています。

項 目 平成２０年度 平成２１年度 増 減
総資産経常利益率 ０．２２ ０．２２ ０．００
資 本 経 常 利 益 率 ３．３９ ３．４４ ０．０５
総資産当期純利益率 ▲ ０．０１ ０．１４ ０．１５
資本当期純利益率 ▲ ０．２０ ２．１８ ２．３８

（注）１．総資産経常利益率＝経常利益／総資産（債務保証見返を除く）平均残高×１００
２．資本経常利益率＝経常利益／純資産勘定平均残高×１００
３．総資産当期純利益率＝当期剰余金（税引後）／総資産（債務保証見返を除く）平均残高×１００
４．資本当期純利益率＝当期剰余金（税引後）／純資産勘定平均残高×１００

項 目 平成２０年度 平成２１年度 増 減

貯 貸 率
期 末 ２５．６０ ２７．３６ １．７６
期中平均 ２４．５５ ２５．６８ １．１３

貯 証 率
期 末 １１．３７ １１．７８ ０．４１
期中平均 １０．７４ １１．０２ ０．２８

（注）１．貯貸率（期 末）＝貸出金残高／貯金残高×１００
２．貯貸率（期中平均）＝貸出金平均残高／貯金平均残高×１００
３．貯証率（期 末）＝有価証券残高／貯金残高×１００
４．貯証率（期中平均）＝有価証券平均残高／貯金平均残高×１００

項 目 平成２０年度 平成２１年度

収
入

指導事業補助金 ８，３２０ １０，７８５
実 費 収 入 ２，２２４ １，５００

支

出

営 農 改 善 費 １７，０８０ １７，９１０
生活文化事業費 ０ ５，５７６
教 育 情 報 費 ４，６７０ ４，０８０
協力団体育成費 １３，６４４ １３，０９２

差 引 ▲ ２４，８５０ ▲ ２８，３７４

―３３―



２．自己資本の構成に関する事項
（単位：百万円、％）

項 目 平成２０年度 平成２１年度
出 資 金 ２，８７５ ２，８４０
（う ち 後 配 出 資 金） ０ ０
回 転 出 資 金 ０ ０
再 評 価 積 立 金 ０ ０
資 本 準 備 金 ０ ０
利 益 準 備 金 ２，００４ ２，００４
任 意 積 立 金 １，１８６ １，３０１
次 期 繰 越 剰 余 金
（又 は 次 期 繰 越 損 失 金） ６２ ５８
処 分 未 済 持 分 ▲ ４１ ▲ ３２
そ の 他 有 価 証 券 の 評 価 差 損 ０ －
営 業 権 相 当 額 ０ ０
企業結合により計上される無形固定
資産相当額 ０ ０

証券化取引により増加した自己資本
に相当する額 ０ ０

基 本 的 項 目 （Ａ） ６，０８６ ６，１７２
土地の再評価額と再評価の直前の帳
簿価額の差額の４５％相当額 ０ ０

一 般 貸 倒 引 当 金 ７６ ８２
負 債 性 資 本 調 達 手 段 等 ０ ０
負 債 性 資 本 調 達 手 段 ０ ０
期 限 付 劣 後 債 務 ０ ０

補 完 的 項 目 不 算 入 額 ０ ０
補 完 的 項 目 （Ｂ） ７６ ８２
自 己 資 本 総 額 （Ｃ）＝（Ａ）＋（Ｂ） ６，１６２ ６，２５４
他の金融機関の資本調達手段の意図
的な保有相当額 ０ ０

負債性資本調達手段及びこれに準
ずるもの ０ ０

期限付劣後債務及びこれに準ずる
もの ０ ０

非同時決済取引に係る控除額及び信用リ
スク削減手法として用いる保証又はクレ
ジット・デリバティブの免責額に係る控除額

－ －

基本的項目からの控除分を除く自己資本
控除とされる証券化エクスポージャー及
び信用補完機能を持つ I/Oストリップス

－ －

控 除 項 目 不 算 入 額 ０ ０
控 除 項 目 （Ｄ） ０ ０
自 己 資 本 額 （Ｅ）＝（Ｃ）－（Ｄ） ６，１６２ ６，２５４
資産（オン・バランス）項目 ２５，５５７ ２５，３７２
オ フ ・ バ ラ ン ス 取 引 等 項 目 ０ ０
オペレーショナル・リスク相当額を
８％で除して得た額 ５，３４５ ５，２４１

リ ス ク ・ ア セ ッ ト 等 計 （Ｆ） ３０，９０２ ３０，６１３
基 本 的 項 目 比 率 （Ａ）／（Ｆ） １９．６９ ２０．１６
自 己 資 本 比 率 （Ｅ）／（Ｆ） １９．９４ ２０．４３

（注）１．平成１８年３月２８日金融庁・農林水産省告示第２号「農業協同組合等がその健全性を判断するための基準」に定められた算式に
基づき算出したものです。

２．当 JAは、信用リスク・アセット額の算出にあたっては標準的手法、適格金融資産担保の運用については信用リスク削減手法の
簡便手法を、オペレーショナル・リスク相当額の算出にあたっては基礎的手法を採用しています。
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３．自己資本の充実度に関する事項

信用リスクに対する所要自己資本の額及び区分ごとの内訳
（単位：百万円）

平 成 ２０ 年 度 平 成 ２１ 年 度
エクスポー
ジャーの期
末残高

リスク・ア
セット額
ａ

所要自己
資本額
ｂ＝ａ×４％

エクスポー
ジャーの期
末残高

リスク・ア
セット額
ａ

所要自己
資本額
ｂ＝ａ×４％

我が国の中央政府及び中
央銀行向け ２，８３５ ０ ０ ３，８５６ ０ ０

我が国の地方公共団体向け １２，４６５ ０ ０ １３，７２２ ０ ０
地方公共団体金融機構及び
我が国の政府関係機関向け ２９８ ２９ １ １００ １０ ０

地 方 三 公 社 向 け ０ ０ ０ ０ ０ ０
金融機関及び第一種金融
商品取引業者向け ５７，１４７ １１，４２９ ４５７ ５７，５４９ １２，４９９ ５００

法 人 等 向 け ２，６１０ １，４０１ ５６ １，７４５ １，１２４ ４５
中小企業等向け及び個人向け ２，４９９ １，３９９ ５６ ２，２１８ １，６６４ ６７
抵当権付住宅ローン ４，８４８ １，６６４ ６７ ４，５４８ １，５９２ ６４
不動産取得等事業向け ５５５ ５４９ ２２ ５３２ ５３２ ２１
三 月 以 上 延 滞 等 ５３０ ６９０ ２８ ２８８ ３９８ １６
信用保証協会等及び（株）企
業再生機構による保証付 ２，８９１ ２７９ １１ ３，１７９ ３１８ １３

共 済 約 款 貸 付 ３３ ０ ０ ４５ ０ ０
出 資 等 ２，５２８ ２，５２８ １０１ ２，５４５ ２，５４５ １０２
複数の資産を裏付とする
資産（所謂ファンド）の
うち、個々の資産の把握
が困難な資産

０ ０ ０ ０ ０ ０

証 券 化 ０ ０ ０ ０ ０ ０
上 記 以 外 ６，０６５ ５，５８６ ２２３ ５，６８５ ５，３４５ ２１４
合 計 ９５，３０４ ２５，５５７ １，０２２ ９６，０１２ ２６，０２７ １，０４１

オペレーショナル・リス
クに対する所要自己資本
の額

〈基礎的手法〉

オペレーショナル・リス
ク相当額を８％で除して
得た額

所要自己
資本額

オペレーショナル・リス
ク相当額を８％で除して
得た額

所要自己
資本額

ａ ｂ＝ａ×４％ ａ ｂ＝ａ×４％
５，３４５ ２１４ ５，２４１ ２１０

総所要自己資本額

リスク・アセット等
（分母）計

総所要自
己資本額

リスク・アセット等
（分母）計

総所要自
己資本額

ａ ｂ＝ａ×４％ ａ ｂ＝ａ×４％
３０，９０２ １，２３６ ３０，６１３ １，２２５

（注）１．「リスク・アセット額」の欄には、信用リスク削減効果適用後のリスク・アセット額を原エクスポージャーの種類ごとに記載し
ています。

２．「エクスポージャー」とは、リスクにさらされている資産（オフ・バランスを含む）のことをいい、具体的には貸出金や有価証
券等が該当します。

３．「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３カ月以上延滞している債務者に係るエクスポージャー
及び「金融機関及び第一種金融商品取引業者向け」、「法人等向け」等においてリスク・ウェイトが１５０％になったエクスポージャー
のことです。

４．「証券化（証券化エクスポージャー）」とは、原資産にかかる信用リスクを優先劣後構造のある二以上のエクスポージャーに階
層化し、その一部または全部を第三者に移転する性質を有する取引にかかるエクスポージャーのことです。

５．「上記以外」には、現金・外国の中央政府及び中央銀行向け・国際決済銀行等向け・外国の中央政府等以外の公共部門向け・国
債開発銀行向け・取立未済手形・未決済取引・その他の資産（固定資産等）が含まれます。

６．当 JAでは、オペレーショナル・リスク相当額の算出にあたって、基礎的手法を採用しています。
〈オペレーショナル・リスク相当額を８％で除して得た額の算出方法（基礎的手法）〉
（粗利益（正の値の場合に限る）×１５％）の直近３年間の合計額

直近３年間のうち粗利益が正の値であった年数
÷８％
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適格格付機関
株式会社格付投資情報センター（Ｒ＆Ⅰ）
株式会社日本格付研究所（ＪＣＲ）
ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（Moody’s）
スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシズ（Ｓ＆Ｐ）
フィッチレーティングスリミテッド（Fitch）

エクスポージャー 適格格付機関 カントリーリスク・スコア
金融機関向けエクスポージャー 日本貿易保険
法人等向けエクスポージャー（長期） R&I, Moody’s, JCR, S&P, Fitch
法人等向けエクスポージャー（短期） R&I, Moody’s, JCR, S&P, Fitch

４．信用リスクに関する事項

① 標準的手法に関する事項

当 JAでは自己資本比率算出にかかる信用リスク・アセット額は告示に定める標準的手法により算出
しています。また、信用リスク・アセットの算出にあたって、リスク・ウェイトの判定に当たり使用す
る格付等は次のとおりです。

（ア）リスク・ウェイトの判定に当たり使用する格付は，以下の適格格付機関による依頼格付のみ使用
し、非依頼格付は使用しないこととしています。

（注）「リスク・ウェイト」とは、当該資産を保有するために必要な自己資本額を算出するための
掛目のことです。

（イ）リスク・ウェイトの判定に当たり使用する適格格付機関の格付またはカントリーリスク・スコア
は、主に以下のとおりです。
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② 信用リスクに関するエクスポージャー（地域別、業種別、残存期間別）及び三月以上延滞エクスポー
ジャーの期末残高

（単位：百万円）

平 成 ２０ 年 度 平 成 ２１ 年 度
信用リスクエクスポージャー期末残高 三月以上

延滞エクス
ポージャー
期末残高

信用リスクエクスポージャー期末残高 三月以上
延滞エクス
ポージャー
期末残高

うち貸
出金等

うち
債券

うち店頭デ
リバティブ

うち貸
出金等

うち
債券

うち店頭デ
リバティブ

法

人

農 業 ２５６ ２５６ ０ ０ ０ ２３８ ２３５ ０ ０ ３
林 業 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
水 産 業 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
製 造 業 １，００４ １６ ９８８ ０ ０ ６１２ １０ ６０２ ０ ９
鉱 業 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
建設・不動
産業 １７９ ７８ １００ ０ ０ １６７ ６６ １００ ０ ０

電気・ガス・
熱供給・水
道業

３９７ ０ ３９７ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

運輸・通信業 ２００ ０ ２００ ０ ０ ２００ ０ ２００ ０ ０
金融・保険業 １，５０９ ０ １，５０１ ０ ０ ５７，５４９ １，２３６ １，４０４ ０ ０
卸売・小売・
飲食・サー
ビス業

４９９ ２９７ ２００ ０ ９６ ４４８ ２４８ ２００ ０ ７１

日本国政府・
地方公共団体 １５，３３７ ９，０９３ ６，２３６ ０ １２ １７，６１７ １０，１４５ ７，４６１ ０ １３

上 記 以 外 ５８，７８９ ４２５ ０ ０ ２９ ２，９８９ ４４４ ０ ０ １６
個 人 １１，９５５ １１，８６６ ０ ０ ５１２ １１，４３４ １１，３６２ ０ ０ ２５９
そ の 他 ５，３４１ ０ ０ ０ － ４，９０９ ０ ０ ０ －
業 種 別 残 高 計 ９５，４６４ ２２，０３１ ９，６２１ ０ ６４９ ９６，１６３ ２３，７４７ ９，９６８ ０ ３７１
１ 年 以 下 ５６，７４４ ５２５ ３８０ ０ ５６，１２６ ７５４ ４６８ ０
１年超３年以下 ３，５６０ １，９１４ １，６４５ ０ ３，２４６ １，３３３ １，９１４ ０
３年超５年以下 ３，６９９ １，４５１ ２，２４８ ０ ２，２９２ １，４３９ ８５３ ０
５年超７年以下 ２，７９２ １，６４７ １，１４５ ０ ２，８３４ １，３０９ １，５２５ ０
７年超１０年以下 ７，８２６ ３，６２３ ４，２０３ ０ ９，０３２ ３，８２４ ５，２０８ ０
１０ 年 超 １１，３９８ １１，３９８ ０ ０ １３，８２７ １３，８２７ ０ ０
期限の定めのないもの ９，４４５ １，４７２ ０ ０ ８，８０５ １，２６１ ０ ０
残存期間別残高計 ９５，４６４ ２２，０３１ ９，６２１ ０ ９６，１６３ ２３，７４７ ９，９６８ ０

（注）１．信用リスクに関するエクスポージャーの残高には、資産並びにオフ・バランス取引及び派生商品取引の与信相当額を含みます。
２．「貸出金等」とは、貸出金のほか、コミットメント及びその他のデリバティブ以外のオフ・バランスシート・エクスポージャー
を含んでいます。「コミットメント」とは、契約した期間及び融資枠の範囲でお客様のご請求に基づき、金融機関が融資を実行す
る契約のことをいいます。「貸出金等」にはコミットメントの融資可能残額も含めています。
３．「店頭デリバティブ」とは、スワップ等の金融派生商品のうち相対で行われる取引のものをいいます。
４．「三月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３カ月以上延滞しているエクスポージャー
をいいます。

５．「その他」には、ファンドのうち個々の資産の把握が困難な資産や固定資産等が該当します。
６．当 JAでは国内の限定されたエリアで事業活動を行っているため、地域別の区分は省略しています。
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③ 貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
（単位：百万円）

④ 業種別の個別貸倒引当金の期末残高・期中増減額及び貸出金償却の額
（単位：百万円）

⑤ 信用リスク削減効果勘案後の残高及び自己資本控除額
（単位：百万円）

区 分

平 成 ２０ 年 度 平 成 ２１ 年 度

期首
残高

期 中
増加額

期中減少額
期末
残高

貸出金
償 却

期首
残高

期 中
増加額

期中減少額
期末
残高

貸出金
償 却目的

使用 その他 目的
使用 その他

法

人

農 業 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
林 業 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
水 産 業 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
製 造 業 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
鉱 業 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
建設・不動
産業 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

電気・ガス・
熱供給・水
道業

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

運輸・通信業 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
金融・保険業 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
卸売・小売・
飲食・サー
ビス業

３８ ３５ ０ ３８ ３５ ０ ３５ ３５ ０ ３５ ３５ ０

上 記 以 外 １９ １１ ０ １９ １１ ０ １１ １０ ０ １１ １０ ０
個 人 １１２ １１４ ０ １１２ １１４ ０ １１４ １０６ ０ １１４ １０６ ０
業 種 別 残 高 計 １６９ １６０ ０ １６９ １６０ ０ １６０ １５１ ０ １６０ １５１ ０

（注） 当 JAでは国内の限定されたエリアで事業活動を行っているため、地域別の区分は省略しています。

平 成 ２０ 年 度 平 成 ２１ 年 度

格付あり 格付なし 計 格付あり 格付なし 計

信用リ
スク削
減効果
勘案後
残高

リスク・ウェイト ０％ ０ １６，８５９ １６，８５９ ０ １９，０６０ １９，０６０
リスク・ウェイト １０％ ０ ３，０８７ ３，０８７ ０ ３，１７４ ３，１７４
リスク・ウェイト ２０％ ６９８ ５７，１４７ ５７，８４５ ２０１ ５６，３１３ ５６，５１４
リスク・ウェイト ３５％ ０ ４，７６１ ４，７６１ ０ ４，４７６ ４，４７６
リスク・ウェイト ５０％ ８８７ １３９ １，０２６ ６０１ １１７ ７１８
リスク・ウェイト ７５％ ０ １，８８１ １，８８１ ０ １，６６８ １，６６８
リスク・ウェイト１００％ ０ ９，６３１ ９，６３１ ０ １０，３２０ １０，３２０
リスク・ウェイト１５０％ ０ ３７４ ３７４ ０ ２３３ ２３３
そ の 他 ０ ０ ０ ０ ０ ０

自 己 資 本 控 除 額 ０ ０ ０ ０ ０ ０
合 計 １，５８５ ９３，８７９ ９５，４６４ ８０２ ９５，３６１ ９６，１６３

（注）「格付あり」にはエクスポージャーのリスク・ウェイト判定において格付を使用しているもの、「格付なし」にはエクスポージャー
のリスク・ウェイト判定において格付を使用していないものを記載しています。なお、格付は適格格付機関による依頼格付のみ使
用しています。

区 分

平 成 ２０ 年 度 平 成 ２１ 年 度

期首
残高

期 中
増加額

期中減少額
期末
残高

期首
残高

期 中
増加額

期中減少額
期末
残高目的

使用 その他 目的
使用 その他

一 般 貸 倒 引 当 金 ７６ ７６ ７６ ７６ ７６ ８２ ７６ ８２
個 別 貸 倒 引 当 金 １６９ １６０ ０ １６９ １６０ １６０ １５１ ０ １６０ １５１
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５．信用リスク削減手法に関する事項

① 信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続の概要

「信用リスク削減手法」とは、自己資本比率算出における信用リスク・アセット額の算出において、
エクスポージャーに対して一定の要件を満たす担保や保証等が設定されている場合に、エクスポー
ジャーのリスク・ウェイトに代えて、担保や保証人に対するリスク・ウェイトを適用するなど信用リス
ク・アセット額を軽減する方法です。
当 JAでは、信用リスク削減手法を「自己資本比率算出要領」にて定めています。
信用リスク削減手法として、「適格金融資産担保」、「保証」、「貸出金と自組合貯金の相殺」を適用し

ています。

適格金融資産担保付取引とは、エクスポージャーの信用リスクの全部又は一部が、取引相手又は取引
相手のために第三者が提供する適格金融資産担保によって削減されている取引をいいます。当 JAでは、
適格金融資産担保付取引について信用リスク削減手法の簡便手法を用いています。

保証については、被保証債権の債務者よりも低いリスク・ウェイトが適用される中央政府等、わが国
の地方公共団体、地方公共団体金融機構、わが国の政府関係機関、外国の中央政府以外の公共部門、国
際開発銀行、及び金融機関又は第一種金融商品取引業者、これら以外の主体で長期格付がＡ－又はＡ３
以上の格付を付与しているものを適格保証人とし、エクスポージャーのうち適格保証人に保証された被
保証部分について、被保証債権のリスク・ウェイトに代えて、保証人のリスク・ウェイトを適用してい
ます。

貸出金と自組合貯金の相殺については、①取引相手の債務超過、破産手続開始の決定その他これらに
類する事由にかかわらず、貸出金と自組合貯金の相殺が法的に有効であることを示す十分な根拠を有し
ていること、②同一の取引相手との間で相殺契約下にある貸出金と自組合貯金をいずれの時点において
も特定することができること、③自組合貯金が継続されないリスクが監視及び管理されていること、④
貸出金と自組合貯金の相殺後の額が、監視及び管理されていること、の条件をすべて満たす場合に、相
殺契約下にある貸出金と自組合貯金の相殺後の額を信用リスク削減手法適用後のエクスポージャー額と
しています。
担保に関する評価及び管理方針は、一定のルールのもと定期的に担保確認及び評価の見直しを行って

います。なお、主要な担保の種類は自組合貯金です。
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② 信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャーの額
（単位：百万円）

６．派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項

該当する取引はありません。

７．証券化エクスポージャーに関する事項

該当する取引はありません。

区 分
平 成 ２０ 年 度 平 成 ２１ 年 度

適格金融
資産担保 保 証 クレジット・

デリバティブ
適格金融
資産担保 保 証 クレジット・

デリバティブ

地方公共団体金融機構及び我
が国の政府関係機関向け ０ ０ ０ ０ ０ ０

地 方 三 公 社 向 け ０ ０ ０ ０ ０ ０
金融機関及び第一種金融商品
取引業者向け ０ ０ ０ ０ ０ ０

法 人 等 向 け ３ ２００ ０ ３ ２００ ０
中小企業等向け及び個人向け １３２ ２０ ０ ９４ ２２ ０
抵 当 権 付 住 宅 ロ ー ン ３ ０ ０ ０ ０ ０
不 動 産 取 得 等 事 業 向 け ０ ０ ０ ０ ０ ０
三 月 以 上 延 滞 等 ７ １ ０ １ ０ ０
証 券 化 ０ ０ ０ ０ ０ ０
上 記 以 外 ７０ ０ ０ ７９ ０ ０
合 計 ２１５ ２２１ ０ １７７ ２２２ ０

（注）１．「エクスポージャー」とは、リスクにさらされている資産（オフ・バランスを含む）のことをいい、主なものとしては貸出金や
有価証券等が該当します。

２．「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３カ月以上延滞している債務者に係るエクスポージャー
及び「金融機関及び第一種金融商品取引業者向け」、「法人等向け」等においてリスク・ウェイトが１５０％になったエクスポージャー
のことです。

３．「証券化（証券化エクスポージャー）」とは、原資産にかかる信用リスクを優先劣後構造のある二以上のエクスポージャーに階
層化し、その一部または全部を第三者に移転する性質を有する取引にかかるエクスポージャーのことです。

４．「上記以外」には、現金・外国の中央政府及び中央銀行向け・国際決済銀行等向け・外国の中央政府等以外の公共部門向け・国
際開発銀行向け・取立未済手形・未決済取引・その他の資産（固定資産等）が含まれます。

５．「クレジット・デリバティブ」とは、第三者（参照組織）の信用リスクを対象に、信用リスクを回避したい者（プロテクション
の買い手）と信用リスクを取得したい者（プロテクションの売り手）との間で契約を結び、参照組織に信用事由（延滞・破産な
ど）が発生した場合にプロテクションの買い手が売り手から契約に基づく一定金額を受領する取引をいいます。
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８．出資等又は株式等エクスポージャーに関する事項

① 出資等又は株式等エクスポージャーに関するリスク管理の方針及び手続の概要

「出資等」とは、主に貸借対照表上の有価証券勘定及び外部出資勘定の株式又は出資として計上され
ているものであり、当 JAにおいては、これらを①子会社及び関連会社株式、②その他有価証券、③系
統及び系統外出資に区分して管理しています。
①子会社及び関連会社については、経営上も密接な連携を図ることにより、当 JAの事業のより効率
的運営を目的として、株式を保有しています。これらの会社の経営については毎期の決算書類の分析の
他、毎月定期的な連絡会議を行う等適切な業況把握に努めています。
②その他の有価証券については中長期的な運用目的で保有するものであり、適切な市場リスクの把握

及びコントロールに努めています。具体的には、市場動向や経済見通しなどの投資環境分析及びポート
フォリオの状況や ALMなどを考慮し、理事会で運用方針を定めるとともに経営層で構成する ALM委
員会を定期的に開催して、日常的な情報交換及び意思決定を行っています。運用部門は理事会で決定し
た運用方針及び ALM委員会で決定された取引方針などに基づき、有価証券の売買やリスクヘッジを
行っています。運用部門が行った取引については企画管理部門が適切な執行を行っているかどうか
チェックし定期的にリスク量の測定を行い経営層に報告しています。
③系統出資については、会員としての総会等への参画を通じた経営概況の監督に加え、日常的な協議

を通じた連合会等の財務健全化を求めており、系統外出資についても同様の対応を行っています。
なお、これらの出資等の評価等については、①子会社及び関連会社については、取得原価を記載し、

毀損の状況に応じて外部出資等損失引当金を、②その他有価証券については時価評価を行ったうえで、
取得原価との評価差額については「その他有価証券評価差額金」として純資産の部に計上しています。
③系統及び系統外出資については、取得原価を記載し、毀損の状況に応じて外部出資等損失引当金を設
定しています。また、評価等重要な会計方針の変更等があれば、注記表にその旨記載することとされて
います。

② 出資等又は株式等エクスポージャーの貸借対照表計上額及び時価
（単位：百万円）

③ 出資等又は株式等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益
（単位：百万円）

平 成 ２０ 年 度 平 成 ２１ 年 度
貸借対照表計上額 時価評価額 貸借対照表計上額 時価評価額

上 場 ０ ０ ０ ０
非 上 場 ２，５２８ ２，５２８ ２，５４５ ２，５４５
合 計 ２，５２８ ２，５２８ ２，５４５ ２，５４５

平 成 ２０ 年 度 平 成 ２１ 年 度
売却益 売却損 償却額 売却益 売却損 償却額

０ ０ ０ ０ ０ ０
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④ 貸借対照表で認識され、損益計算書で認識されない評価損益の額（保有目的区分をその他有価証券と
している株式・出資の評価損益等）

（単位：百万円）

⑤ 貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額（子会社・関連会社株式の評価損益等）
（単位：百万円）

９．金利リスクに関する事項

① 金利リスクの算定方法の概要

金利リスクは、金利変動に伴い損失を被るリスクで、資産と負債の金利又は期間のミスマッチが存在
する中で金利が変動することにより、利益が減少ないし損失を被るリスクをいいます。
当 JAでは、金利リスク量を計算する際に基本的な事項を「金利リスク量計算要領」に、またリスク
情報の管理・報告に係る事項を「余裕金運用リスク管理規程」に定め、適切なリスクコントロールに努
めています。具体的な金利リスクの算定方法、管理方法は以下のとおりです。
・市場金利が上下に２％変動した時（ただし０％を下限）に発生する経済価値の変化額（低下額）を
金利リスク量として毎月算出しています。

・要求払貯金の金利リスク量は、明確な金利改定間隔がなく、貯金者の要求によって随時払い出され
る要求払貯金のうち、引き出されることなく長期間金融機関に滞留する貯金をコア貯金と定義し、
①過去５年の最低残高、②過去５年の最大年間流出量を現残高から差し引いた残高、③現残高の５０％
相当額のうち、最小の額を上限とし、０～５年の期間に均等に振り分けて（平均残存２．５年）リス
ク量を算定しています。

・金利リスクは、運用勘定の金利リスク量と調達勘定の金利リスク量を相殺して算定します。
金利リスク＝運用勘定の金利リスク量＋調達勘定の金利リスク量（▲１，１５０百万円）

算出した金利リスク量は毎月経営層に報告するとともに、四半期ごとに ALM委員会及び理事会に報
告して承認を得ています。また、これらの情報を踏まえ、四半期ごとに運用方針を策定しています。

② 金利ショックに対する損益・経済価値の増減額
（単位：百万円）

平成２０年度 平成２１年度
金利ショックに対する損益・
経済価値の増減額 ▲ １，０７３ ▲ １，１５０

平 成 ２０ 年 度 平 成 ２１ 年 度
評 価 益 評 価 損 評 価 益 評 価 損

０ ０ ０ ０

平 成 ２０ 年 度 平 成 ２１ 年 度
評 価 益 評 価 損 評 価 益 評 価 損

０ ０ ０ ０
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【JAの概要】

１．機構図
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２．役員（平成２２年６月末）

３．組合員数
（単位：人）

４．組合員組織の状況
（単位：人）

種 類 平成２０年度 平成２１年度 増 減
正 組 合 員 数 ９，２３１ ９，１７９ ▲ ５２
個 人 ９，１９７ ９，１３６ ▲ ６１
法 人 ３４ ４３ ９

准 組 合 員 数 ４，５２１ ４，６１８ ９７
個 人 ４，３６５ ４，４６４ ９９
法 人 １５６ １５４ ▲ ２
合 計 １３，７５２ １３，７９７ ４５

組 織 名 代 表 者 氏 名 構 成 員 数
女 性 部 海 老 恵 子 １，２８７
共 済 わ か ば 会 多 田 朗 １，０３７
年 金 友 の 会 大 橋 覚 ８，４６７

役 職 名 氏 名 代表権の有無 役 職 名 氏 名 代表権の有無
代表理事組合長 氣 戸 佐 俊 有 理 事 法 橋 三千雄 無
代表理事専務 前 多 邦 治 有 〃 廣 瀬 久 忠 無
常 務 理 事 坂 本 秀 一 無 〃 赤 島 征 夫 無

〃 久 田 清 無 〃 岩 本 秋 美 無
理 事 三 野 宏 無 〃 中 口 昌 彦 無

〃 坂 井 助 光 無 〃 多 田 朗 無
〃 山 田 重 隆 無 〃 福 田 浩 無
〃 山 田 實 無 代 表 監 事 永 井 攻 一 無
〃 室 屋 康 夫 無 監 事 寺 口 了 介 無
〃 田 中 良 夫 無 〃 丸 山 昭 夫 無
〃 谷 口 英 夫 無 〃 西 願 修 一 無
〃 道 海 隆 雄 無 〃 加 地 求 無
〃 野 田 良 蔵 無

（注） 監事・加地 求は農協法第３０条第１２項に定める員外監事であります。
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５．地区
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６．沿革・歩み

当 JA能登わかば管内は、石川県の中心よりやや北部に位置し、昔から『能登はやさしや土までも』とい
われるように、能登の風土は温和が特徴です。とりわけ稲作には、気温、降雨、降雪も程よく、乱開発のな
い自然は、湧水、霊水にも恵まれ、土地は肥沃となり、品質のよい米作りにつながります。
このみどり豊かな環境のもと、人々のうるおいある暮らしと農業をはじめとした産業・文化の調和のある

地域社会を築くため、協同組合活動の実践に取り組んでいます。

７．店舗等のご案内
（単位：台）

設 立 平成６年４月１日 組 合 員 数 正組合員 ９，１７９名

本店所在地 七尾市神明町ホ部１８番地４ 准組合員 ４，６１８名

出 資 金 ２８億４０百万円 役 員 数 理事２０名 監事５名

店 舗 数 金融店舗 １０ 職 員 数 ３２７名

平成６年４月 JA能登わかば設立 平成１６年４月 やすらぎ会館の建設

平成８年９月 精米施設（ふるさと米販売所）の建設 平成１６年１１月 １０周年記念式典及び感謝祭

平成１０年３月 中部育苗施設の建設 平成１７年７月 直売所わかばの里出店

平成１０年９月 北部農産物集出荷場の建設 平成１８年３月 鹿島ライスセンター玄米色選完成

平成１１年１２月 能登白ねぎ販売高１億円達成 平成１８年９月 ねぎ調整選別施設の建設

平成１２年７月 中部農業倉庫の建設 平成１９年４月 鹿西給油所セルフ化

平成１２年９月 北部農業倉庫の建設 平成１９年５月 移動店舗バス導入

平成１３年９月 大豆センターの建設 平成２０年２月 ローン営業センター開設

平成１４年４月 花かご館出店 平成２０年４月 アグリセンターなんぶリニューアルオープン

平成１５年４月 葬祭部の設立 平成２０年１２月 中央給油所セルフ化

平成１５年７月 鹿島給油所セルフ化 平成２１年１１月 １５周年記念式典及び感謝祭

店舗・施設の名称 所 在 地 の 住 所 電話番号 CD・ATM設置台数
本 店 〒９２６－００４６ 七尾市神明町ホ部１８番地４ ５３－８５００
鹿 島 支 店 〒９２９－１８１１ 鹿島郡中能登町二宮レ部１８９番地１ ７６－１０２６
鹿 西 支 店 〒９２９－１６０２ 鹿島郡中能登町能登部上テ部１００番地 ７２－２４４４ ATM１
鳥 屋 支 店 〒９２９－１７１７ 鹿島郡中能登町良川１７部７・８合併１番地 ７４－０００１
徳 田 支 店 〒９２６－００３７ 七尾市国下町チ部３番地１ ５７－１０１１ ATM１
七 尾 支 店 〒９２６－０００６ 七尾市大田新町ハ部１７番地 ５３－７０１１ ATM１
和 倉 温 泉 支 店 〒９２６－０１７８ 七尾市石崎町香島２丁目１９番地 ６２－４３５０ ATM１
中 島 支 店 〒９２９－２２２２ 七尾市中島町中島乙部９４番地 ６６－０３３３ ATM１
田 鶴 浜 支 店 〒９２９－２１２１ 七尾市田鶴浜町り部５４番地 ６８－３４３４
能 登 島 支 店 〒９２６－０２１１ 七尾市能登島向田町１２０部９１番地 ８４－１１５５

店舗外CD・ATM設置場所 所 在 地 の 住 所 CD・ATMの区別 営業日（平日・土・日）
アグリセンターなんぶ 〒９２９－１８１６ 鹿島郡中能登町浅井は部５６ ATM 平日・土・日・祝日
羽 坂 出 張 所 〒９２９－１７１４ 鹿島郡中能登町羽坂イ２４－１ ATM 平日・土・日・祝日
わ か ば の 里 〒９２６－００２１ 七尾市本府中町ソ部２０番地 ATM 平日・土・日・祝日
藤 橋 出 張 所 〒９２６－０８１６ 七尾市藤橋町甲４０－２ ATM 平日・土・日・祝日
営農部・経済部 〒９２９－２１２１ 七尾市田鶴浜町り部５７番地 ATM 平日・土・日・祝日
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自己資本比率の算定に関する用語解説一覧

用 語 内 容

自己資本比率 自己資本の額をリスク・アセット等の総額（信用リスク・アセット額及びオペ
レーショナル・リスク相当額）で除して得た額。国内基準を採用する金融機関
では４％以上が必要とされていますが、JAバンクでは自主的な取り決めによ
り８％以上が必要とされています。

基本的項目（TierⅠ） 自己資本比率を算出する際の概念のひとつで、自己資本の中心となるものであ
り、出資金や資本準備金、利益準備金などが該当します。

補完的項目（TierⅡ） 自己資本比率を算出する際の概念のひとつで、自己資本のうち基本的項目を補
完するものであり、一般貸倒引当金や負債性資本調達手段などが該当します。

控除項目 自己資本比率を算出する際の概念のひとつで、自己資本から除くものであり、
他の金融機関の資本調達手段の意図的な保有相当額や証券化エクスポージャー
の一部などが該当します。

エクスポージャー リスクを有する資産並びにオフ・バランス取引及び派生商品取引（以下「資産
等」といいます。）の与信相当額のことです。

リスク・ウェイト リスクを有する資産等を保有するために必要な自己資本額を算出するためのリ
スクの大きさに応じた掛目のことです。

信用リスク・アセット額 エクスポージャー（リスクを有する資産等）に対して、信用リスク削減手法を
適用後、対応するリスクの大きさに応じた掛目（リスク・ウェイト）を乗じて
算出したものです。

所要自己資本額 リスクを有する資産等を保有するのに必要となる自己資本の額のことです。国
内基準では各リスク・アセットに４％を乗じた額となります。

オペレーショナル・リス
ク（相当額）

金融機関の業務において不適切な処理等により生じるリスクのことを指し、不
適切な事務処理により生じる事務リスクやシステムの誤作動により生じるシス
テムリスクなどが該当します。なお、自己資本比率の算出にあたっては、一定
の手法によりオペレーショナル・リスクを数値化した額をオペレーショナル・
リスク相当額として分母に加算します。

基礎的手法 新BIS 規制においてオペレーショナル・リスク相当額を算出する最も簡易な
手法です。１年間の粗利益に０．１５を乗じた額の直近三年間の平均値によりオペ
レーショナル・リスク相当額を算出する方法です。１年間の粗利益は、事業総
利益から信用事業に係るその他経常収益、信用事業以外の事業にかかるその他
の収益、国債等債券売却益・償還益、補助金受入額を控除し、信用事業に係る
その他経常費用、信用事業以外の事業にかかるその他の費用、国債等債権売却
損・償還損・償却、役務取引等費用及び金銭の信託運用見合費用を加算して算
出しています。

抵当権付住宅ローン 住宅ローンのうち、抵当権が第１順位かつ担保評価額が十分であるもののこと
です。

コミットメント 契約した期間・融資枠の範囲内で、お客さまのご請求に基づき、金融機関が融
資を実行することを約束する契約における融資可能残額のことです。

証券化エクスポージャー 証券化とは、原資産に係る信用リスクを優先劣後構造のある二以上のエクス
ポージャーに階層化し、その一部又は全部を第三者に移転する性質を有する取
引のことであり、証券化エクスポージャーとは証券化に伴い第三者に移転する
資産のことです。
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用 語 内 容

店頭デリバティブ 株式や金利、為替などの通常の取引から派生した比較的小さな金額で仮想的に
大きな原資産を取引する金融商品取引のうち、金融機関や証券会社の店頭で相
対で行われる取引のことです。

クレジット・デリバティブ 信用リスクをヘッジ（回避・低減）するために、債務者である会社等の信用力
を指標に将来受け渡す損益を決める取引です。

カレント・エクスポー
ジャー方式

派生商品取引及び長期決済期間取引を直評価することにより算出する再構築コ
スト（同一の取引を取引の相手方において取引の継続的履行が不可能となった
ような場合に、同一の取引を市場で再構成する場合に必要となるコスト）に当
該取引の想定元本（取引にかかる利息等を計算するための名目の元本）に取引
内容や期間に応じた一定の掛目を乗じて算出される金額を加算することで与信
相当額を算出する方法のことです。

プロテクションの購入及
び提供

プロテクションの購入とは、クレジット・デリバティブ取引において信用リス
クをヘッジ（回避・低減）するための取引をいい、プロテクションの提供とは、
保証を与える取引を指します。

信用リスク削減手法 金融機関が保有している信用リスクを軽減する措置であり、新BIS 規制では、
貯金や有価証券など一定の要件を満たす担保や保証がある場合には、担保や保
証人のリスク・ウェイトに置き換えることができます。

想定元本 投資元本がない金融派生商品において、金利計算等を行うための名目上の元本
のことです。

再構築コスト 同一の取引を市場で再度構築するのに必要となるコスト（ただし０を下回らな
い）をいいます。

派生商品取引 有価証券取引等から派生し、原資産の価格によりその価格が決定される商品の
ことであり、先物、オプション、スワップ取引等が該当します。

オリジネーター 証券化の対象となる原資産をもともと所有している立場にあることを指しま
す。

信用補完機能を持つ I／O
ストリップス

信用補完機能を持つ I／Oストリップスとは、原資産から将来において生じる
ことが見込まれた金利収入等の全部又は一部を受ける権利であって、金融機関
が留保又は譲り受けた他に劣後しているものを指します。

金利ショック 保有している資産や負債等に金利の変化を当てはめることです。

上下２００ベーシスポイン
トの平行移動

金利リスクの算出において、市場金利が一律２％（０．０１％が１ベーシスポイン
ト）上昇あるいは低下した場合の現在価値の変化額を算出する方法のことで
す。

１パーセンタイル値・９９
パーセンタイル値

金利リスク量の算出において、各期間ごとの金利の１年前との変化幅のデータ
を最低５年分集め、小さい方から大きい方へ並べて、データ数の１％目もしく
は９９％目の値を変化幅として使用する方法のことです。

アウトライヤー基準 金融機関が保有する金利リスク量が自己資本（基本的項目と補完的項目）に対
して２０％を超える経済価値の低下が生じる場合にアウトライヤーとし、当局が
早期警戒制度の枠組みの中でモニタリングを行います。
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